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Ⅰ．問題と目的
　新型コロナウイルスの影響で，2020 年度開始

から筆者の勤務校でもオンライン授業が実施され

ることになった。前報・前々報の実践により，看

図アプローチ基盤型オンライン授業のモデルを示

すことができた。今後さらに，看図アプローチ基

盤型オンライン授業レパートリーを増やしていく

必要がある。そこで本研究では，ビジュアルテキ

ストとして写真を用いた第 2 回目授業に続く第 3

回目の授業を報告していく注１。なお今回も，こ

れまで同様 Microsoft の Teams を使った授業で

ある。

Ⅱ．授業の目標等
Ⅱ－ 1　授業科目・授業者・学習者等
　本稿で紹介するのは前報・前々報と同じ，医療

系 A 大学・リハビリテーション学科 2 専攻（理

学療法・作業療法）の学生たちに行った「教育学」

授業である。全 8 回授業（1 単位）の第 3 回目

実践（90 分）を報告する。授業者は本稿筆者石

田ゆき，学習者は理学療法 75 名・作業療法 17 名，

計 92 名，全員 1 年生である。

　なお次のような倫理的配慮をした。受講者から

はレポート等を授業の中で紹介すること及び論文

等で紹介することについての承諾を書面によって

得ている。承諾を得られなかった学生（承諾書未

実践報告

看図アプローチを活用したオンライン授業の実際（3）
―ビジュアルリテラシーを定着させるための「教育学」授業のすすめ方―
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概　要
　2020 年度，新型コロナウイルスの影響により筆者の勤務校でもオンライン授業が実施されることに

なった。前報・前々報では，看図アプローチは，オンライン授業でも対面授業に劣らない質の授業を提

供できることが明らかになった。第 1 回目授業では絵図を，第 2 回目授業では写真をビジュアルテキ

ストとして活用した授業モデルを提案した。絵図でも写真でも，どちらをビジュアルテキストとして活

用しても，学習者は意欲的に授業に参加していた。また主体的・対話的で深い学びにつながる授業にも

なっていた。しかし，「見て読み解く力」＝「ビジュアルリテラシー」を向上・定着するには，1 ～ 2

回の授業だけでは難しい。ビジュアルリテラシーを向上・定着させるためには繰り返しのトレーニング

が必要である。本論文ではその繰り返しトレーニングの実際を報告していく。
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提出も含む）の資料は活用していない。このた

め，受講登録者は 92 名であるが，分析や考察に

は 82 名分のデータを用いた。

Ⅱ－ 2　授業の目標
　「教育学」授業の全体目標及び今回の授業の到

達目標は前報・前々報と同様であるため，要点の

み再掲しておく。

「教育学」授業の全体目標（再掲）
　将来医療系の職業に就く学生たちにとっても

「みること」は必要不可欠な学力となってくる。

そのため筆者が担当している「教育学」では，学

習者が将来必要となる「みる学力」＝「ビジュア

ルリテラシー」育成を目標としている。

今回の授業の到達目標（再掲）

１．Teams を用いた看図アプローチ基盤型

　オンライン授業に参加することができる。

２．看図アプローチの大切さ（「みること」

　の大切さ）に気づくことができる。

３．「教育学」に興味をもつことができる。

今回授業の検討目標
　本稿で紹介・検討するのは，看図アプローチを

活用した「教育学」全 8 回授業の第 3 回目授業

である。今回紹介する授業は，第 2 回目授業の

続きの内容になっている。ここまでの授業展開の

概略をまとめておく。

　前報・前々報では，看図アプローチを活用した

「教育学」の授業モデルを紹介した。1 回目及び

2 回目の授業に参加することによって，学習者た

ちは将来医療系の職業に就くにあたり「みる学力」

＝「ビジュアルリテラシー」が必要であることを

充分納得してくれていた。そのことを示す課題レ

ポートをほとんどの学習者が提出していた。また，

学習者たちは授業の中ではビジュアルテキストを

「見て読み解く」ことができていた。しかし，わ

ずか 2 回の授業ではビジュアルリテラシーの定

着は困難であることを示すデータも得られた。

　第 2 回目授業では，授業の最後に，学習者が

独力で読み解きを行わなければならないレポート

課題を出した。その課題では，2 回の授業で身に

つけたはずのビジュアルテキストを「見て読み解

く」力が充分に発揮されていなかった。

写真 1
第 2 回目授業のレポート課題となった

ビジュアルテキスト

　多くの学習者は写真 1 を見て「昔」「伝統」「懐

かしさ」「江戸っぽい」「古風感」といった感覚的

な感想を述べるにとどまっていた。授業中に授業

者からの発問に対し回答していく場合は学習者た

ちは「見て読み解く」ことができる。しかし，独

力での読み解きが必要な場面では応用できる力に

はなっていなかった。ビジュアルテキストの読み

解きができるようになるには反復が必要である。

そこで本論文では，その反復トレーニングをどの

ようにしたかを報告する。さらにビジュアルリテ

ラシーを高めるためにどのような教材系列をどの

ように用いたのか，その結果学習者たちはどのよ

うな力を身につけたのか報告していく。

Ⅲ．第 3 回目授業の実際
Ⅲ－ 1　導入
　第 2 回授業の冒頭と同じく，各種注意事項の

確認や補足説明，前回授業のふりかえりから始め

ていく。「前回のふりかえりコーナー」では，学

習者から提出されたレポートを 8 例紹介した（例

えばスライド 1・2）。
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スライド 1

スライド 2

　適宜コメントを言い添えながら読み上げ，全体

で共有を行った。出席の確認等もしたので，ここ

まででおよそ 30 分要した。

Ⅲ－ 2　展開 1
前時の復習と本時への接続

スライド 3　第 3 回目授業タイトルページ

　スライド 3 を表示し，次のように伝える。「教

育の社会的役割シリーズ 2 回目の授業ですが，

オンライン授業になって少し進行がゆっくりなの

で，来週も続くかもしれません。うまくやってい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。今

日も『主体的対話』を意識していきましょう。オ

ンライン授業で『対話的』のところが難しいとい

うことですが，今日もみなさんのチャットを見な

がら自分自身の中で主体的に対話してもらって，

学びを深めていってほしいなと思います。では

ちょっとだけ江別市についておさらいします。」

スライド 4

　この説明の後，スライド 4 によって第 2 回目

授業でテーマとなっていた「江別市」について簡

単におさらいを行った。次のような内容を，写真

を順に呈示しながら伝えた。「前回読み解いても

らった写真ですね。これ（スライド 4 左上の写真）

が小学校。この文字の部分は未来をひらく “ あす

か ” の子でしたね。それから郷土資料館ですね（ス

ライド 4 右上の写真）。この 2 つの建物は向かい

合わせにあったんですよ，という話でした。そし

て，都市景観賞，すばらしい景観ですよと認めら

れた建造物ですね（スライド 4 左下の写真）。こ

の地域の共通点・特色として『レンガ』がひとつ。

それからこの間『赤いサイロ』って言ってくれた

人がいましたけども，『サイロ』をデザインに組

み込んでいる。ということで，江別市は酪農とレ

ンガのまちなんですよというところまでやりまし

た。」
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Ⅲ－ 3　展開 2
「もうひとつのまち」の読み解き

スライド 5

　スライド 5 を呈示する。スライド 5 の写真は，

前回授業の課題レポートに用いたものである。こ

の課題について提出されたレポートでは，ほとん

どの学習者が「瓦屋根」「石畳」に着目していた。

また，それらを根拠として「昔」「伝統」「懐かし

さ」「江戸っぽい」「古風感」のような「印象」を

述べるにとどまっていた。

　そこで今回もスライド 5 を再呈示し，次のよ

うにフィードバックした。「前回の課題にしてい

た写真ですね。この課題，みなさんが出してくれ

たものを読ませてもらいました。特に ABC（評価）

とかはつけていないのですが，たくさん考えてく

れた人もいっぱいいました。逆に，メール画面上

で見ると１行しかない人もいました。一番たくさ

ん書いてくれた人でも，そうですね，一番惜しい

なと思う人でも 100 点満点で 50 点くらいでし

た。今『えー』って言ってくれました？写真を全

体的にふわぁっと見ることはみんなできるのです

が，なぜか目の前にある 「もの」「こと」を突き

詰めるというところまでもう一歩というところな

んです。なので，みなさんのレポートを読んでい

て私『あ，これはやりがいがあるぞ』と思ってで

すね，今日の授業を楽しみにしてきました。とい

うことでこの「まち」の真相についてはこのあと

の写真を読み解きながら，特色は何なのか一緒に

考えていきましょう。そもそもここがどこなのか

という確認もあとあとしていきます。」

　上記の説明によって，「ビジュアルリテラシー

を高めるための反復トレーニングが本時の目標で

ある」ことを学習者にわかりやすい言葉にして伝

えた。

　この目標を達成するための導入課題としてスラ

イド 6 を呈示した。

スライド 6

　スライド 6 は次のように伝えてから呈示して

いく。写真を表示する前の空白画面で「まずはも

う心を無にしてください。今日の最初のチャット

タイムがあります。私がちゃんと合図を出すので

慌ててチャットせず，まずはこのまちの特色のひ

とつを見ていきましょう。ちなみに，このまちは

飛行機に乗って北海道を出ないと行けないまちで

す。」

　そしてスライド 6 の写真を表示し「今日見て

いく最初の写真です。これは何の足でしょう？」

と発問する。このように予測発問を呈示し，約 1

分の個人思考をしてもらった。その後チャットを

促していく。チャットの前には「チャットに参加

したことのない人，遠慮している人も，この問題

にはなるべく全員回答してみてほしいと思いま

す。私もチャットをすぐに追いかけて読まないよ

うにして，余裕をもって回答時間を取ります。」

という旨を伝えた。チャット入力が落ちつくまで

約 3 分待ち，内容の共有に移った。この発問に

はチャット記録 1・2 のような回答が寄せられた。

なお「シェンロン（神龍）」には 2 件の「いいね」が，

「ドナルドダック」には 2 件の「いいね」と 1 件

の「びっくり」等，学習者間でのリアクションが
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みられた。授業者は各回答に対してだけでなく学

習者間のコミュニケーションも面白がり，笑いな

がらチャットの読み上げを行った。この発問への

回答数は 79 件であった。

チャット記録 1 チャット記録 2
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　チャット内容を共有したら，「全体のお姿を確

認しましょう。」と言いながら確認写真（スライ

ド 7）を呈示する。

　スライド 7 によって，「鳳凰」の足であること

を確認した。正解者には授業者から賛辞をおくっ

た。そしてスライド 8 を呈示し，これが設置さ

れている地域の由来について確認を行った。また

スライド 9 によって富山県・富山市・高岡市の

位置を確認した。

スライド 7

スライド 8

スライド 9

　続けてスライド 10 で写真と次の予測発問を呈

示した。ここでおよそ 45 分経過していたため，

答えを考えてもらいながらの 5 分休憩を挟んだ。

この休憩は大学のオンライン授業実施方針に従っ

てとったものである。

スライド 10

　スライド 10 発問に対してチャット記録 3・4

のようなチャットが寄せられた。チャットが落ち

着くまでには 2 分程度要した。この発問への回

答は全部で 68 件あった。

チャット記録 3
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チャット記録 4

　チャット記録 4 中の「豊臣秀吉の温めた草履

を履いた俺の足」回答にはこれまでで最多の 6

件の「いいね」がつけられた。これまで同様チャッ

トの内容を共有し，スライド 11 によって，誰の

足なのかの確認を行った。

スライド 11

　スライド 11 呈示の際，次のような主旨の内容

を伝えた。「誰の足なのか確認していきましょう。

この方なんです。二宮金次郎さんです。正解した

方すごいですね。この二宮金次郎さんは，この地

域と関係のある二宮金次郎さんなんです。このよ

うな像は全国にたくさんありますが，この二宮金

次郎さんはちょっと特別なんです。課題（スライ

ド 5）で考えてもらったまち並みの写真とも合わ

せて，（このまちの）特色，わかってきたりして

いませんか。まだはっきりわからなくていいんで

すよ。いいですよ。順番にやっていけばわかるよ

うになりますから。それではですね，もうひとつ，

大事なものを見てもらいます。」

　このように説明してスライド 12 を呈示した。

スライド 12

　スライド 12 を呈示し，「ここは鳳凰の像があっ

た橋である」ことを言い添え，予測発問「この親

柱のデザインはどんなことを意味しているので

しょうか？」を呈示する。そして約 2 分，個人

思考の時間を取る。その後チャット回答を促して

いく。チャット記録5・6のような回答が出された。



看図アプローチを活用したオンライン授業の実際（3） 全国看図アプローチ研究会研究誌 7 号

10

チャット記録 5 チャット記録 6

　ここでは全部で 71 件の回答があった。チャッ

トの入力と内容の共有で約 4 分経過した。内容

の共有が済んだら，スライド 13・14 によって，

この親柱のデザインに込められた意味についての

確認をしていく。

スライド 13
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スライド 14

　スライド 13・14 で「高岡は鉄鋳物・銅器・ア

ルミのまち」であるとの確認を行う。

スライド 15

　その上で，スライド 15 を呈示し次のように伝

える。「課題の写真（写真 1）ですが，全体の雰囲気，

色とか石畳とか瓦とか注目したところはあったと

思います。全体的にこういう感じとかって感じる

のは，やっぱり『素材』が統一されているからな

んですよね。もういっぱい見えてきているのでは

ないかと思います。写っている『もの』の中で，鉄・

アルミ等の金属でできているものはどれでしょ

う。チャットにあげてもらっていいですか。」

　ここで呈示しているビジュアルテキストは第 2

回目授業の課題になっていた写真であるため，個

人思考を取らずにすぐにチャットタイムに入っ

た（チャット記録 7）。2 分半ほど時間を要して，

チャット入力と同時に読み上げも行っていった。

この発問に対するチャットは全部で 49 件出され

た。

チャット記録 7

　前回授業のレポート課題ではほとんどの学習者

が「石畳」「瓦屋根」をこのまちの特色のひとつ

としてあげていた。チャット記録 7 中の「物置」
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「標識の支柱」「排水溝・排水溝のふた」といった

回答は前回のレポート課題中では出なかったもの

である。しかし，ここまで高岡市の景観を読み解

いてきて，「金属が関係している」という視点か

ら，学習者たちはスライド 15 を読み解けるよう

になってきている。

　続けて空白画面を表示して次のように伝える。

「ここまで高岡のものを色々見てきて，鉄・銅・

アルミに目が慣れてきたのではないでしょうか。

今度はもっと広範囲から高岡のまちを見てみま

しょう。」

　この後，スライド 16 によって写真と発問を呈

示する。

スライド 16

　個人思考は約 1 分である。チャット回答は全

41 件で，そのほとんどが「大仏」「仏像」「銅像」

という回答だった。そのためここではチャット記

録の紹介は省略する。

Ⅲ－ 4　授業のまとめ
　第 3 回目授業の締めくくりとしてスライド

17・18・19 を呈示した。これらのスライドによっ

て「大仏様の正面から見たお姿」を確認するとと

もに，高岡市の特色についてまとめた。ここまで

で約 80 分経過していた。（第 3 回目授業の発問

総数 5 問・チャット回答総数 308 件）

スライド 17

スライド 18

スライド 19

Ⅲ－ 5　第 3 回目授業の課題
　「対立」や「葛藤」を含むビジュアルテキスト

は，「問題－解決」型の学習を引き出す（鹿内

2014,pp.123-124）。この原理を活用して，学習

者たちが動機づけを高めて取り組んでくれるよう

なレポート課題を構成した。第 2 回目・第 3 回

目授業を通して学習者たちは「レンガのまち江別」

と「金属のまち高岡」について学んできた。スラ

イド 20 の写真には「レンガ」「金属」いずれの

要素も含まれている。これらの要素は対立してお

り，江別か高岡かを判断するに際して葛藤が生じ

る。これらの条件が学習者の動機づけを高めると

仮定して，スライド 20 を呈示した。なお個人情

報に関わる内容部分はモザイク処理している。
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スライド 20

　この課題を，授業用に特設したメールアドレ

スもしくは Teams の個人チャットで提出しても

らった。締切は翌日とした。今回の課題も，次回

授業の予習になる内容である。今回の課題レポー

トは次の論文で紹介する。

　この課題レポートでは本時の授業に対する感想

も書いてもらっている。以下に，学習者の本時授

業に対する「感想」を 20 例載せておく。

学習者 1 の感想

　今日の感想はみんなおもしろい回答ばかり

で，色々な発想があるんだなと感心してま

した。講義終わってもみんなの回答を見て 1

人で笑っています。こんな面白いリハビリ

テーション学科のみんなに早く会いたいで

す。

　今日の感想はみんなおもしろい回答ばかり

で，色々な発想があるんだなと感心してま

した。講義終わってもみんなの回答を見て 1

人で笑っています。こんな面白いリハビリ

テーション学科のみんなに早く会いたいで

す。

学習者 2 の感想

　今日の講義の最後にやった高岡市にある高

岡大仏は日本三大大仏ということなので実際

に見てみたいと思いました。回数を重ねるた

びに多くの人がチャットにコメントしている

ので楽しく，他の人の意見も多く共有できて

るので本当に教育学を取って良かったなと思

いました。来週の火曜日の授業も楽しみです。

　今日の講義の最後にやった高岡市にある高

岡大仏は日本三大大仏ということなので実際

に見てみたいと思いました。回数を重ねるた

びに多くの人がチャットにコメントしている

ので楽しく，他の人の意見も多く共有できて

るので本当に教育学を取って良かったなと思

いました。来週の火曜日の授業も楽しみです。

学習者 3 の感想

　今日の授業もチャットを沢山使う事ができ

て楽しかったです。他の授業ではチャットを

使う事が無いので，先生とみんなと授業をし

てる感じがないのですが，教育学はチャット

を打ったら先生もみんなも反応してくれるの

で，授業を受けてる感じがしてとても良いな

と思っています。

　今日の授業もチャットを沢山使う事ができ

て楽しかったです。他の授業ではチャットを

使う事が無いので，先生とみんなと授業をし

てる感じがないのですが，教育学はチャット

を打ったら先生もみんなも反応してくれるの

で，授業を受けてる感じがしてとても良いな

と思っています。

学習者 4 の感想

　今日の授業の感想は，見る授業にだんだん

慣れてきてみんなでチャットに書き込むのが

とても楽しかったです。前回の授業まではす

こし書き込んで送信するというのに抵抗が

あったけど今回はすんなり行うことができま

した！みんなのいろんな意見を今日も見れた

り知れてとても楽しかったです。

　今日の授業の感想は，見る授業にだんだん

慣れてきてみんなでチャットに書き込むのが

とても楽しかったです。前回の授業まではす

こし書き込んで送信するというのに抵抗が

あったけど今回はすんなり行うことができま

した！みんなのいろんな意見を今日も見れた

り知れてとても楽しかったです。

学習者 5 の感想

　今日の授業を受けて，「前の課題の写真で

何がわかるんだ！」と正直思ってしまいまし

た。笑。でも，講義を受けた後にもう一回見

てみると新たな発見がたくさんできて自分の

「見る」という力がだんだんついてきたのか

なぁと思います。チャットでも色々な人が面

白い意見をたくさん言ってて，とても充実し

た講義になっています。来週も楽しみにして

います。

　今日の授業を受けて，「前の課題の写真で

何がわかるんだ！」と正直思ってしまいまし

た。笑。でも，講義を受けた後にもう一回見

てみると新たな発見がたくさんできて自分の

「見る」という力がだんだんついてきたのか

なぁと思います。チャットでも色々な人が面

白い意見をたくさん言ってて，とても充実し

た講義になっています。来週も楽しみにして

います。

学習者 6 の感想

　やっぱり教育学の講義とても楽しく受けさ

せていただいています。笑いながら受けられ

る講義は教育学だけなのでこれからも楽しま

せていただきます。

　やっぱり教育学の講義とても楽しく受けさ

せていただいています。笑いながら受けられ

る講義は教育学だけなのでこれからも楽しま

せていただきます。
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学習者 7 の感想

　勉強をしている，授業をしているという感

覚が無く学べているのでとても楽しいです。

他の授業でこのような授業をするのは難しい

科目もありますがもっとこのスタイルが定着

して欲しいです。

　勉強をしている，授業をしているという感

覚が無く学べているのでとても楽しいです。

他の授業でこのような授業をするのは難しい

科目もありますがもっとこのスタイルが定着

して欲しいです。

学習者 8 の感想

こうして授業を重ねていくと，( まだ３回

目だけど ) こういったビジュアルテキストを

通じて，現代の教育に必要な「見る」力を養

うための観察眼がどんどん養われていくのが

わかる。さらにこの力を養うために大切な「意

見交換」を非常にやりやすいこの遠隔授業と

いう授業形態はとても相性がいいと思った。

最初の授業で触れた，「主体的・対話的で深

い学び」が出来てると感じた。まさにコロナ

の影響からできた怪我の功名だと感じた。

こうして授業を重ねていくと，( まだ３回こうして授業を重ねていくと，( まだ３回

目だけど ) こういったビジュアルテキストを目だけど ) こういったビジュアルテキストを

通じて，現代の教育に必要な「見る」力を養

うための観察眼がどんどん養われていくのが

わかる。さらにこの力を養うために大切な「意

見交換」を非常にやりやすいこの遠隔授業と

いう授業形態はとても相性がいいと思った。

最初の授業で触れた，「主体的・対話的で深

い学び」が出来てると感じた。まさにコロナ

の影響からできた怪我の功名だと感じた。

学習者 9 の感想

　他の科目はずっと聞いている講義で「集中

力が90分も持たない。早く終わらないかな。」

と考えながら受けていることがあるけど，こ

の講義はいつもあっという間に時間が過ぎて

いる。また，みんなで見て考えて感じたこと

を伝え合う。それが楽しいしどの講義よりも

理解しやすい。見る授業がもっと前から体験

できていれば勉強が楽しいと思えたんじゃな

いかなと思った。

　他の科目はずっと聞いている講義で「集中

力が90分も持たない。早く終わらないかな。」

と考えながら受けていることがあるけど，こ

の講義はいつもあっという間に時間が過ぎて

いる。また，みんなで見て考えて感じたこと

を伝え合う。それが楽しいしどの講義よりも

理解しやすい。見る授業がもっと前から体験

できていれば勉強が楽しいと思えたんじゃな

いかなと思った。

学習者 10 の感想

　今回の講義を受けて，街の特色が決まる要

因の一つとして素材というのがあるんだなと

思いました。江別はレンガの街で高岡市は銅

やアルミを使った街のように街にはそれぞれ

違った素材を使って独自の景観を作っている

　今回の講義を受けて，街の特色が決まる要

因の一つとして素材というのがあるんだなと

思いました。江別はレンガの街で高岡市は銅

やアルミを使った街のように街にはそれぞれ

違った素材を使って独自の景観を作っている

んだなと思いました。そして講義前半の振り

返りコーナーや他の人の感想を紹介していく

コーナーでは，他の人の意見を聞いて「こん

なこと思ったりするだな」と思うことがすご

くたくさんあったので今後もやって欲しいな

と思いました。そして普段は積極的に意見す

ることはないのですが，遠隔授業で対面授業

の時より緊張しないので，自分も積極的に

チャットだったり意見を共有していけたら良

いなと思いました。

んだなと思いました。そして講義前半の振り

返りコーナーや他の人の感想を紹介していく

コーナーでは，他の人の意見を聞いて「こん

なこと思ったりするだな」と思うことがすご

くたくさんあったので今後もやって欲しいな

と思いました。そして普段は積極的に意見す

ることはないのですが，遠隔授業で対面授業

の時より緊張しないので，自分も積極的に

チャットだったり意見を共有していけたら良

いなと思いました。

学習者 11 の感想

授業を受けるたびに見る授業の大切さを実

感できます。見ることで，感じたり考えたり

する表現力が高まっていると思います。自分

ははっきりと意見を述べることができないの

で，チャットでの発言で自分の考えを述べる

練習もできて，自分にとってすごくためにな

る授業だと感じています。楽しい授業をあり

がとうございます。

授業を受けるたびに見る授業の大切さを実

感できます。見ることで，感じたり考えたり

する表現力が高まっていると思います。自分

ははっきりと意見を述べることができないの

で，チャットでの発言で自分の考えを述べる

練習もできて，自分にとってすごくためにな

る授業だと感じています。楽しい授業をあり

がとうございます。

学習者 12 の感想

　今日の感想は根拠を示すのはとても大事な

ことだなと感じました。見たものをそのまま

答えるのは簡単なことですが，なぜそう見え

たのか，どうしてそう見えたのかを考えるこ

とによってなにも考えないで見た時よりも，

見え方が変わり，新しい発見につながると

思ったからです。私は根拠を文にすることが

苦手ですが，これから医療人として働く上で

根拠を持って発言しなければいけなくなると

思うので，教育学で学んだ根拠を文にすると

いうことを他の授業にも活用して，今後の生

活に活かしていきたいです。

　今日の感想は根拠を示すのはとても大事な

ことだなと感じました。見たものをそのまま

答えるのは簡単なことですが，なぜそう見え

たのか，どうしてそう見えたのかを考えるこ

とによってなにも考えないで見た時よりも，

見え方が変わり，新しい発見につながると

思ったからです。私は根拠を文にすることが

苦手ですが，これから医療人として働く上で

根拠を持って発言しなければいけなくなると

思うので，教育学で学んだ根拠を文にすると

いうことを他の授業にも活用して，今後の生

活に活かしていきたいです。
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学習者 13 の感想

　見る授業は他の授業と比べてやっぱり頭に

入るなと今日もあらためて感じました。他の

授業は書くことがメインなので暗記や記述が

多く，教育学のようなみんなで頭を使いなが

ら考える，チャットを使いながら先生やみん

なとのコミュニケーションがとれるというの

はこの授業の良いところだと思います。これ

からの授業も楽しみです。

　見る授業は他の授業と比べてやっぱり頭に

入るなと今日もあらためて感じました。他の

授業は書くことがメインなので暗記や記述が

多く，教育学のようなみんなで頭を使いなが

ら考える，チャットを使いながら先生やみん

なとのコミュニケーションがとれるというの

はこの授業の良いところだと思います。これ

からの授業も楽しみです。

学習者 14 の感想

　今回の講義で沢山笑えたことがとても良

かったです。最近は人と会うことも少なく笑

うことがあまりなかったので毎回の講義で笑

えるこの時間をとても楽しみにしています。

ありがとうございます。また，他の人の考え

のどこからそうなるのかがとても気になりま

した。その人のこれまでの経験や知識などが

そうさせているのか，それともその人の直感

なのかとても気になります。その人の考えの

プロセスはどこから来てどう構築されている

のか，構築したのは親の教育の賜物なのか，

とても興味があります。もっと知りたいで

す。今日も楽しい講義をありがとうございま

した！

　今回の講義で沢山笑えたことがとても良

かったです。最近は人と会うことも少なく笑

うことがあまりなかったので毎回の講義で笑

えるこの時間をとても楽しみにしています。

ありがとうございます。また，他の人の考え

のどこからそうなるのかがとても気になりま

した。その人のこれまでの経験や知識などが

そうさせているのか，それともその人の直感

なのかとても気になります。その人の考えの

プロセスはどこから来てどう構築されている

のか，構築したのは親の教育の賜物なのか，

とても興味があります。もっと知りたいで

す。今日も楽しい講義をありがとうございま

した！

学習者 15 の感想

　今回の講義を受けて，高岡市の街並みの解

析や，足の写真を龍の足と思ったり，色々考

えました。みんなで意見を出すことは楽しい

と改めて思いました。私は，鳳凰から由来す

る橋の意味をただ勝手に見たもので判断し

ました。しかし，手の形であるとわかった
ときに，「もっとちゃんと見ていればよかっ
た！！」と思いました。みんなそれぞれの意

見があり面白かったですが，「パッと」見て

自分で判断をしても，答えはよく見ればわか

　今回の講義を受けて，高岡市の街並みの解

析や，足の写真を龍の足と思ったり，色々考

えました。みんなで意見を出すことは楽しい

と改めて思いました。私は，鳳凰から由来す

る橋の意味をただ勝手に見たもので判断し

ました。しかし，手の形であるとわかった
ときに，「もっとちゃんと見ていればよかっ
た！！」と思いました。みんなそれぞれの意

見があり面白かったですが，「パッと」見て

自分で判断をしても，答えはよく見ればわか

ることや，考えたらわかること，隠されてい

るものまで気づくことに人間は鈍いと感じま

した。私は，見ることが出来たとしても「見

方を変えて考える」ことは人に言われて気づ

くことが多いと思いました。今回の講義も楽

しかったです。ありがとうございました。

ることや，考えたらわかること，隠されてい

るものまで気づくことに人間は鈍いと感じま

した。私は，見ることが出来たとしても「見

方を変えて考える」ことは人に言われて気づ

くことが多いと思いました。今回の講義も楽

しかったです。ありがとうございました。

学習者 16 の感想

　以前の課題よりも，もっと推理性・想像性

を掻き立てられるような課題を先生が出して

きたので，先生もみんなの回答を楽しみに

待っている気持ちがとても伝わってきまし

た。同時に「いい推理をしてやる！」という
気持ちも湧いてきて，課題なのにとても楽し

めました。いろいろな学問が様々な視点から

講義をすることが大事だとはわかっています

が，全ての講義がこの形式になればいいのに

と思った自分もいます。

　以前の課題よりも，もっと推理性・想像性

を掻き立てられるような課題を先生が出して

きたので，先生もみんなの回答を楽しみに

待っている気持ちがとても伝わってきまし

た。同時に「いい推理をしてやる！」という
気持ちも湧いてきて，課題なのにとても楽し

めました。いろいろな学問が様々な視点から

講義をすることが大事だとはわかっています

が，全ての講義がこの形式になればいいのに

と思った自分もいます。

学習者 17 の感想

　今回の授業の前半部分では，前回の授業に

対する感想が多く紹介され，授業の参加者は

このように考えているのだととても勉強に

なった。なぜならば，遠隔授業により，他の

人がどのように授業を受け，何を考えている

かが見えにくいからだ。他の授業では，先生

が一人で授業を行い，学生が一人で授業を受

けているように感じ，非常に心細い。しかし，

教育学の授業では，先生が何を考え，何を伝

えようとしているか。そして，学生が何を感

じ，そこから何を学び取っていくかが伝わっ

て，非常に楽しい授業である。今後もこのよ

うに，講義からたくさんの物事を感じ取り，

そこから自分自身の学びを深めていきたいと

考える。

　後半部分では，高岡市で撮影された写真を

元に，情報を読み取り，それらを関連づけて，

　今回の授業の前半部分では，前回の授業に

対する感想が多く紹介され，授業の参加者は

このように考えているのだととても勉強に

なった。なぜならば，遠隔授業により，他の

人がどのように授業を受け，何を考えている

かが見えにくいからだ。他の授業では，先生

が一人で授業を行い，学生が一人で授業を受

けているように感じ，非常に心細い。しかし，

教育学の授業では，先生が何を考え，何を伝

えようとしているか。そして，学生が何を感

じ，そこから何を学び取っていくかが伝わっ

て，非常に楽しい授業である。今後もこのよ

うに，講義からたくさんの物事を感じ取り，

そこから自分自身の学びを深めていきたいと

考える。

　後半部分では，高岡市で撮影された写真を

元に，情報を読み取り，それらを関連づけて，
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特色を探していった。その作業がとても楽し

く，一つの写真から得られる情報はとても莫

大であることに気づかされた。

　近年では，SNS にあげた写真により個人が

特定されてしまったり，情報漏洩につながり

処分されてしまうなどの事例がある。「見る」

力をつけることで，「見られる」側の危険も

感じることができた。「見る」ことで，大切

なことに気づき，誰かの幸福を作ることもで

きるが，「見る」力を他の方法で利用すると…。

と考えると「見る」能力を有効に使って生き

たいなと感じた。

　石田先生，今回の講義もありがとうござい

ました。

特色を探していった。その作業がとても楽し

く，一つの写真から得られる情報はとても莫

大であることに気づかされた。

　近年では，SNS にあげた写真により個人が

特定されてしまったり，情報漏洩につながり

処分されてしまうなどの事例がある。「見る」

力をつけることで，「見られる」側の危険も

感じることができた。「見る」ことで，大切

なことに気づき，誰かの幸福を作ることもで

きるが，「見る」力を他の方法で利用すると…。

と考えると「見る」能力を有効に使って生き

たいなと感じた。

　石田先生，今回の講義もありがとうござい

ました。

学習者 18 の感想

　今日の講義の感想は「感謝の合掌」を表し

ている建物で感じた事なのですが，見る学習

でないと「あーこんな物あるんだなー」程度

にしか見ずスルーしてしまう。物をよく考え

て何を表しているのかを表現することで自分

の感覚がどんどん磨かれていくのを感じまし

た。あと大仏で感じたことでは，見る学習を

あまりやっていない日本では，どれだけすご

い技術を使い街の特色を活かした作品であろ

うとも，それが象徴であると感じさせること

が出来ないのかなと思いました。大仏に関し

てはただ「大きいな」という印象しか与えら

れないと感じました。このままではシンボル

を作ってくれた人々の努力があまり報われて

いないように感じられるのでもっと見る学習

を浸透させていくべきだと思いました。

　今日の講義の感想は「感謝の合掌」を表し

ている建物で感じた事なのですが，見る学習

でないと「あーこんな物あるんだなー」程度

にしか見ずスルーしてしまう。物をよく考え

て何を表しているのかを表現することで自分

の感覚がどんどん磨かれていくのを感じまし

た。あと大仏で感じたことでは，見る学習を

あまりやっていない日本では，どれだけすご

い技術を使い街の特色を活かした作品であろ

うとも，それが象徴であると感じさせること

が出来ないのかなと思いました。大仏に関し

てはただ「大きいな」という印象しか与えら

れないと感じました。このままではシンボル

を作ってくれた人々の努力があまり報われて

いないように感じられるのでもっと見る学習

を浸透させていくべきだと思いました。

学習者 19 の感想

普段何気なくやっている「見る」と言う行

動が物凄く複雑で深いものだったんだという

事に授業を受ければ受けるほど気づけるのが

普段何気なくやっている「見る」と言う行

動が物凄く複雑で深いものだったんだという

事に授業を受ければ受けるほど気づけるのが

楽しいです。前回の授業では一部から全体を

イメージするという実感が正直あまりわかな

かったのですが，今回の足から何かを想像す

る事で少しですが分かった気がして嬉しいで

す。個人的には適当に言った鳳凰が正解して

いて勝ったような気分でした。次の授業で江

別シリーズが終わっちゃうのは少し寂しいで

すが次からはどんなシリーズが始まるのか密

かに楽しみにしてます！

楽しいです。前回の授業では一部から全体を

イメージするという実感が正直あまりわかな

かったのですが，今回の足から何かを想像す

る事で少しですが分かった気がして嬉しいで

す。個人的には適当に言った鳳凰が正解して

いて勝ったような気分でした。次の授業で江

別シリーズが終わっちゃうのは少し寂しいで

すが次からはどんなシリーズが始まるのか密

かに楽しみにしてます！

学習者 20 の感想

　自分は，この写真は江別市だと思いました。

理由は，壁にレンガが使われているところと，

道の感じ，晴れているところから江別市だと

思いました。先生のことなので，この間出て

きたレンガの小屋の向かえではないかと思い

ます。

　授業の感想は，前回の授業と比べ，自分の

感性や，想像だけではなく，しっかりと写真

を見ればわかる問題もあったので，より視野

を広げて授業に挑めました。この広く視野を

持つことも医療人として大切なことなのかな

と思いました。次回の江別市と高岡市の完結

編楽しみにしています。

　自分は，この写真は江別市だと思いました。

理由は，壁にレンガが使われているところと，

道の感じ，晴れているところから江別市だと

思いました。先生のことなので，この間出て

きたレンガの小屋の向かえではないかと思い

ます。

　授業の感想は，前回の授業と比べ，自分の

感性や，想像だけではなく，しっかりと写真

を見ればわかる問題もあったので，より視野

を広げて授業に挑めました。この広く視野を

持つことも医療人として大切なことなのかな

と思いました。次回の江別市と高岡市の完結

編楽しみにしています。

　本時の目標は「ビジュアルリテラシーを高める

ための反復トレーニング」であった。「漢字の書

き取り」や「体力増強」といった反復トレーニン

グでは苦痛を伴う場合が多い。しかし本時の授業

感想からは学習者たちがそのような苦痛を抱いた

様子はうかがえない。もとより看図アプローチの

授業ではそのような感想を見ることはほとんどな

い。看図アプローチの授業は，楽しみながら，多

くの学習者に「気づき」や「学び」の効果を実感

してもらうことができる（例えば学習者 5・8・

11・17・18・19 の下線部）。中には看図アプロー

チ基盤型授業へのより強い参加意欲を示す学習者

もみられた（例えば学習者 15・16 赤太字部）。
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Ⅳ．次時への接続
　ビジュアルテキスト読み解きの反復トレーニン

グを重ねた学習者たちは，スライド 20 の写真か

ら独力でどのように思考を組み立てていくのだろ

うか。また，学習者 20 が「江別市と高岡市の完

結編」と命名してくれた第 4 回目授業がどのよ

うに展開し，学習者たちにどのような学習効果を

もたらすのであろうか。次の論文で報告していく。

引用・参考文献
石田ゆき・山下雅佳実・鹿内信善　2019　「創造

性を育むツールとしての看図アプローチ－絵

本づくり授業実践の報告－」　『全国看図アプ

ローチ研究会研究誌』1 号　pp.2-15

石田ゆき　2021a　「看図アプローチを活用した

オンライン授業の実際－医療系大学における

『教育学』授業を例にして－」　『全国看図アプ

ローチ研究会研究誌』5 号　pp.3-16

石田ゆき　2021b　「看図アプローチを活用した

オンライン授業の実際（2）－写真をビジュア

ルテキストにした『教育学』授業のすすめ方

－」　『全国看図アプローチ研究会研究誌』6 号　

pp.16-29

奥泉香　2018　『国語科教育に求められるヴィ

ジュアル・リテラシーの探究』　ひつじ書房

鹿内信善編著　2014　『見ることを楽しみ書くこ

とを喜ぶ 協同学習の新しいかたち ● 看図作文

レパートリー ●』　ナカニシヤ出版

鹿内信善　2015a　『改訂増補 協同学習ツールの

つくり方いかし方 看図アプローチで育てる学

びの力』　ナカニシヤ出版

鹿内信善　2015b　「『看ること』から始める授業

　づくり 看図アプローチとは何か」　『看護教育』

　56 巻 8 号　医学書院　pp.774-779

注 1　鹿内他は，看図アプローチを活用した「景

観教育」「まちづくり教育」に関する授業プ

ログラムを数多く開発している。これらの

プログラムは美術学部の授業用に開発した

ものである。本論文で報告する授業も前報

同様，鹿内らが開発した授業プログラムと

ビジュアルテキストを医療系学部の「教育

学」授業に応用したものである。このよう

に看図アプローチを活用した授業では，同

じビジュアルテキストをまったく別の授業

に応用することもできる。

　参考までに「景観教育」「まちづくり教育」

に関する鹿内他の研究文献リストをまとめ

ておく。またその際，第２筆者以降の氏名

ローマ字表記に関わらず公刊年次の順に文

献名を配列する。

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿内信善・伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・

伊藤公紀　2009a　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅰ ) －『景観行政論』導入部分の授

業づくり－」　『道都大学紀要美術学部』　

第 35 号　pp. 11-19

鹿内信善・伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・

伊藤公紀　2009b　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅱ ) －『花時計』を教材にした『景

観行政論』の授業づくり－」　『道都大学

紀要美術学部』　第 35 号　pp.21-41

伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・伊藤公紀・

鹿内信善　2010　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅲ ) －『景観行政論』導入部分の追

実施－」　『道都大学紀要美術学部』　第

36 号　pp.11-19

伊藤裕康・石川清英・伊藤公紀・石田ゆき・

鹿内信善　2010　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅳ ) －『花時計』を教材とした『景

観行政論』の追実施－」　『道都大学紀要

美術学部』　第 36 号　pp.21-46

鹿内信善・石川清英・伊藤裕康・石田ゆき・

伊藤公紀　2011　「ヴィジュアルテキス
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トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅴ ) －『水』をキーワードにした『ま

ちづくり概論』の授業づくり－」　『道都

大学紀要美術学部』　第 37 号　pp.67-84

鹿内信善・石川清英・伊藤裕康・石田ゆき・

伊藤公紀　2012　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅵ ) －『水』をキーワードにした『ま

ちづくり概論』の授業づくり ( その 2)

－」　『道都大学紀要美術学部』　第 38 号　

pp.47-68

石川清英・伊藤裕康・石田ゆき・伊藤公紀・

鹿内信善　2013　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅶ ) －『水』をキーワードにした『ま

ちづくり概論』授業の追実施－」　『道都

大学紀要美術学部』　第 39 号　pp.39-58

鹿内信善・石川清英・伊藤裕康・石田ゆき・

伊藤公紀　2013　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅷ ) －『まちづくり概論』の導入部

分の教材づくり・授業づくり－」　『道都

大学紀要美術学部』　第 39 号　pp.59-74

鹿内信善・伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・

伊藤公紀　2013　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅸ ) －『くらしと景観』と『まちづ

くり概論』の接続－」　『道都大学紀要美

術学部』　第 39 号　pp.75-89

伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・伊藤公紀・

鹿内信善　2014　「ヴィジュアルテキス

トの読解指導を取り入れた大学授業の改

善 ( Ⅹ ) －『産業景観』を教材とした『く

らしと景観』授業の追実施－」　『道都大

学紀要美術学部』　第 40 号　pp.57-67

＊手に入りにくい論文もあります。各論文

にアクセスできない場合には全国看図ア

プローチ研究会ホームページお問い合わ

せフォームよりご連絡ください。

注 2　本研究の一部に 21530969・19K10791 

　　　を活用した。

 2021 年 4 月 1 日受付

 2021 年 4 月 9 日査読終了受理
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Ⅰ．はじめに
研究チーム誕生
　「全国看図アプローチ研究会」の中に「法学教

育看図アプローチ研究」チームができました。ま

ずは，本稿の共著者になっている 4 名でスター

トすることにしました。4 名のうち大山和寿のみ

が法学の専門家です。他の 3 人はまったくの素

人です。研究チームの石田ゆきは，「法学の授業

づくりをする」と言われたとき「えっ，法律 !?
絶対無理 !!」という反応を示しました。「絶対無

理 !!」と言われても，石田がいなければ研究がす

すみません。石田は，「全国看図アプローチ研究会」

専属のアートスタッフです。石田がビジュアルテ

キストを制作してくれなければ看図アプローチの

授業づくりは始まりません。

　もうひとりの共同研究者は山下雅佳実です。山

下は，無法地帯ででも生き抜いていけるくらいの

行動力をもっています。山下は「法律？そんなん，
覚えられないですよー。」という反応でした。山

下はその行動力で看図アプローチの世界を大きく

広げてきてくれました。今回スタートした「法学

教育看図アプローチ研究」を展開していくために，

山下の行動力は欠かせません。

　石田も山下も看図アプローチの面白さ・楽しさ

は充分に理解しています。この 2 人に法律の面

白さをわかってもらえたら，「法学教育看図アプ

ローチ研究」は大発展間違いなしです。筆者（鹿

内信善）は「やることになったらそこに面白さや

楽しさを見つける」のが特技です。大山から「法

学教育看図アプローチ研究」の話がきたとき鹿内

は，「民法」に関する本をパッパッと調べてみま

した。色んな法律がありますが，最初に民法を調

べたのは，大山がそれを専門分野にしていたから

です。

　民法や，その解説書を読み始めるとさっそく「面

白い !!」という気持ちが次々とわいてきました。

この面白さを，石田や山下に伝えることができた

らきっとのってきてくれるでしょう。民法の面白

さに看図アプローチの面白さが加わったら，最強

の授業方法が生まれてくるでしょう。

　

教材研究対象としての民法
　民法は第 1 条から面白いのです。そこでさっ

そく，民法第 1 条を見ていくことにします。第 1

条は次のようになっています。

研究ノート

看図アプローチの法学教育への活用
―「民法」授業開発のための予備的検討―

鹿内信善 1)・大山和寿 2)・石田ゆき 3)・山下雅佳実 4)

SHIKANAI Nobuyoshi　OHYAMA Kazutoshi　ISHIDA Yuki　YAMASHITA Akemi

キーワード：看図アプローチ・法学教育・民法・アクティブラーニング

全国看図アプローチ研究会研究誌 7 号　2021.4

1) 天使大学
2) 青山学院大学
3) 日本医療大学
4) 中村学園大学短期大学部
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第 1 条　私権は，公共の福祉に適合しなけ

　ればならない。

 2　権利の行使及び義務の履行は，信義に従

　い誠実に行わなければならない。

 3　権利の濫用は，これを許さない。

　どうでしょうか。「何も面白くない」と思った

のではないでしょうか。こういう「面白くなさ」

が法律学習から人々を遠ざけている一因なのだと

思います。「えっ，法律 !? 絶対無理 !!」と言って

いた石田は，あとで次のようにも言っていました。

「とにかく覚えるばかりの法律は，アクティブラー
ニングと対極の世界にあるから絶対無理 !!」
　法律に対して石田のようなイメージをもってい

る人は多いと思います。ところが，法律もアクティ

ブラーニングしていけるのです。実際，上に紹介

した民法第 1 条から筆者（鹿内 ) のアクティブラー

ニングが始まってしまったのです。

民法を構成する原則
　民法第 1 条は 3 つの項からなっています。民

法の解説書を読んでいたら，これら 3 つの項に

は「名前」がついているということがわかりまし

た。それぞれ「公共の福祉の原則」「信義誠実の

原則」「権利濫用禁止の原則」です。民法の解説

書には，この他にもたくさんの「原則」が出てき

ます。「民法にはやたらに『〇〇の原則』が多い

な」と思うほどです。民法の条文は，現在 1,000

条を越えます。第 1 条だけで 3 つも「〇〇の原則」

があるのですから，民法全体ではどれくらいの原

則があるのか気になります。たくさんありそうで

すから覚えるつもりにはなりません。しかし民法

の専門家はどんな原則を思い出せるのか調べてみ

たいと思いました。

民法第 1 条の不思議
　民法第 1 条の 3 原則のうち「信義誠実の原則」

と「権利濫用禁止の原則」は，感覚的に意味を理

解することができます。これに対して「公共の福

祉の原則」の意味を筆者（鹿内）は感覚的にとら

えることができませんでした。これは筆者が法律

の素人だからかもしれない，と思っていました。

しかし，そうでもないらしいのです。法律の専門

家たちも「公共の福祉の原則」について，よくわ

かっていないらしいのです。このことを知って

筆者は「えー !?」と思いました。2 回も思いまし

た。「えー !? 専門家でも理解できていないの !?」

「えー !? 理解できていないものを第 1 条の 1 項に

もってくるの !?」これらの疑問は，いまだに筆者

の中では解決していません。「不思議だ」という

感じが残ったままです。そこで「公共の福祉の原

則」の不思議な扱われ方をいくつかの文献をもと

に整理してみました。

　たとえば内田（2008,p.488) は，公共の福祉の

原則が「直接解釈上の根拠として持ち出される

ことはほとんどない」としています。また大村

（2007,pp.65-101) は，現行民法第 1 条に明記さ

れた 3 つの原則について解説しています。しか

しそれは，2 項「信義誠実の原則」3 項「権利濫

用禁止の原則」の順でなされています。民法の最

初に出てくる「公共の福祉の原則」の解説は後回

しになっているのです。その解説も「信義誠実の

原則」「権利濫用禁止の原則」とは趣を異にして

います。大村の解説の一部を次に引用しておきま

す。

　「戦後のある時期から，新一条一項（引用者注：

公共の福祉の原則のこと ) はいわば棚上げされた

状態にありましたが，最近になって，新一条一項

について新しい見方が示されるようになっていま

す。それらは新一条一項をより積極的に位置づけ

る考え方に立つものです。（大村 2007,p.95)」

　この引用部分を読んで筆者（鹿内 ) は次のよう

に理解しました。

　「公共の福祉の原則」について種々議論があっ

た。しかし，議論を重ねても「公共の福祉の原

則」の意味・意義について共有できる理解に至ら

なかった。そのため，この議論は，しばらく棚上

げされていたが，最近になって「公共の福祉の原

則」をより積極的に位置づける考え方が示される

ようになってきた。
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　ここまで整理していて，筆者（鹿内）の中にま

た教材づくりにつながる好奇心がわいてきまし

た。「専門家でも解釈が分かれているなら，初学

者も自由に解釈してもいいのではないか。初学者

なら『公共の福祉の原則』をどのように解釈する

のか。初学者の解釈に民法の専門家はどんな反応

を示すのだろうか。」こういうことを調べてみた

くなりました。

「時効」概念の不思議
　民法に目を通していて筆者（鹿内）がこれまで

もっていた「時効」の意味がかなり揺らぎました。

法学の外にいる筆者が「時効」という言葉を聞い

てまず思いつくのは「犯罪に関する時効」（公訴

時効）です。新聞報道などでは「時効が成立した」

のような表現を時々見かけます。これは刑事訴訟

法上の時効です。

　「時効」という言葉は，民法の中にも出てきま

す。「消滅時効」です。この言葉を見つけたとき，

また筆者の好奇心がそそられました。「え，時効っ

て消滅するものなの？」という疑問が生まれてき

ました。この疑問から筆者の主体的調べ学習（ア

クティブラーニング）が始まりました。調べ学習

によって「消滅時効」とは時効が消滅することで

はないということを知りました。むしろ「消滅時

効」は「時効が成立する」に近い意味らしいので

す。筆者はこのギャップに「面白さ」を感じまし

た。民法の参考書では次のように説明されていま

した。

　「消滅時効によって債権者の債権は消滅するの

であり，取得時効によって無権利者が所有権を

取得する（内田 2008,p.313）」。

　「取得時効」という新しい概念も出てきて，何

となくモヤモヤ感も残ります。民法の専門家はこ

のモヤモヤ感をどんな説明で取り除いてくれるの

でしょうか。看図アプローチを活用して「消滅時

効」に関する民法専門家のわかりやすい説明を引

き出してみたいと思いました。

くらしと民法
　筆者（鹿内）は本稿執筆にあたって民法に関す

る数冊の参考書を読んでいます。それらを読むと

民法は私たちの「くらし」に関係する身近な法律

であることがわかります。例えば次のようなこと

が参考書の中に書かれています。

　「『ある女性と結婚の約束をしましたが，今から

やめることはできないでしょうか』。民法は，こ

うした日常の法律問題を解決するための道具であ

ると言えます。（大村 2007,p.10）」

　これはとてもわかりやすい解説です。しかし筆

者（鹿内）はストンと納得できませんでした。あ

る女性と結婚の約束までした人が，突然やめると

言い出すということが「日常の問題」だとはとて

も思えないのです。民法は，ちゃんとした「日常

の問題」解決に役立つのでしょうか。例えば本稿

の共著者は 4 人とも教育の現場で「日常」を過

ごしています。教育の「日常」で起こることにも

民法はしっかり対応できるのでしょうか。そのこ

とも確かめてみたいと思いました。

　以上をまとめると次のようになります。

1. 専門家は民法に関するどんな原則を思い

　出せるのか調べたい。

2. ①初学者は「公共の福祉の原則」をどの

　ように解釈するのか。

　②初学者の解釈に民法の専門家はどのよう

　な反応を示すのか。

　…①②について調べてみたい。

3.「消滅時効」に関するわかりやすい説明を

　民法の専門家から引き出してみたい。

4. 教育の「日常」で起こることにも，民法

　はしっかり対応できるのか確かめてみた

　い。

　以上 4 つの「好奇心」を満たすための「看図

アプローチ実践」をしてみました。また，実践結

果を「看図アプローチを活用した法学教育の授業

開発」につなげるための考察もしてみました。授
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業開発につなげる実践なので，本稿では「予備実

践」とよんでおきます。

Ⅱ．看図アプローチを活用した授業開発のための
　予備実践
Ⅱ－ 1　予備実践１

1. 専門家は民法に関するどんな原則を思い

　出せるのか調べたい。

　この「好奇心」を満たすための調査を行いまし

た。また，ただ好奇心を満たすだけでなく，調査

結果を，看図アプローチによる授業づくりにつな

げていきたいと思いました。法学教育に看図アプ

ローチを活用した事例はこれまでなされていませ

ん。看図アプローチを法学教育にどのように活用

できるか，そのヒントを得るために次のような手

続きをとりました。

手続き 1
　予備実践 1 のインフォーマントは本稿共著者

にもなっている民法の専門家大山和寿です。イン

フォーマントに対し，看図アプローチで用いる絵

図（図 1）を呈示します。図 1 には，全国看図ア

プローチ研究会が開発したキャラクター「きゅう

ちゃん」が 8 セット描かれています。それぞれ

の「きゅうちゃん」を手掛かりにして，民法が定

める基本原則を想起してもらいます。さらに，そ

れぞれの「きゅうちゃん」絵図を読み解いてもら

い，読み解いた結果と民法に定められている「〇〇

の原則」と関連づけてもらいます。具体的には次

のように行いました。なお，本稿で紹介する予備

実践は，すべてメールによって行いました。

課題 1

　「民法きゅうちゃんシート①を手掛かり

にして民法の定める基本原則を説明してく

ださい。解答は次のようにしてください。

（1 番を例にした場合）

▶ 1( ←選択したきゅうちゃんの番号）

▶○○○○（原則の名称）

▶理由等の説明（なぜ 1 のきゅうちゃんと

　「○○原則」が対応すると考えるのか，等）

　少なくとも 4 つくらいは解答してくださ

い。「できない」と言わないでください。こ

じつけで構いませんから解答をまとめてくだ

さい。400 字程度で書いてください。

2

3

1

4

7

5

6

8

図 1　民法きゅうちゃんシート①

　この教示によってインフォーマントは，まず「民

法きゅうちゃんシート①」に描かれている 8 セッ

トの「きゅうちゃん」のどれか 1 つに注目します。

そして，その「きゅうちゃん」にはどんな「もの」

や，どんな「こと」が描かれているかを読み解き

ます。このようにして読み解いた内容を手掛かり

にし，民法の「○○原則」を想起します。そして，

ビジュアルテキスト（選択したきゅうちゃん）の

読み解き内容と民法の「○○原則」とを関連づけ

て「○○原則」の説明文を書き上げていきます。

このような手続きを本稿の読者に伝えやすくする
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ため，インフォーマントの活動をイラストにまと

めてみました（図 2）。イラスト（図 2）にまと

めたような手続きによって，インフォーマントは，

以下の解答をまとめてくれました。

インフォーマント（大山）による課題 1 解答

▶ 6 番

▶「契約自由の原則」

▶右側のきゅうちゃんが，左側のきゅうちゃ

んに物を渡そうとしており，左側のきゅうちゃ

んも受け取ろうとしているので，この 2 人の

間には合意（契約）があると考えることがで

きます。そして，この 2 人の間にこの物を贈

与する契約があると考えることもできますし，

また，この物を既に売っていて（売買契約が

成立していて），この売買契約に基づいてこの

物を引き渡す義務（債務）を果たそうとして

いるようにもみることができます。このよう

に，物を売り買いするという内容の契約を結

ぶことも，また，物をあげる（贈与する）契

約を結ぶことも，この 2 人は自由に決めるこ

とができる点で，契約自由の原則のうち，内

容形成の自由（どのような内容の契約を結ぶ

かは当事者が自由に決めることができる）と

呼ばれているものを思い起こしました。

　また，契約自由の原則には，契約を結ぶ相

手を選ぶ自由（相手方選択の自由）もありま

すが，右側のきゅうちゃんは自分の物をあげ

る際に（贈与する際に）誰にあげるかを自由

に選ぶこともできる（贈与契約を結ぶ相手を

自由に選ぶことができる）というところから

は，相手方選択の自由も想起できます。

　なお，上記については，もっと根本にある

私的自治の原則という大原則を想起すること

もできます。

▶ 3 番

▶「信義誠実の原則」

▶右側のきゅうちゃんが，左側のきゅうちゃ

んを筏で目的地まで運ぶように見えました。

そうすると，この 2 人の間に右側のきゅうちゃ

んが左側のきゅうちゃんを目的地まで運ぶ契

約があるとみることができ，右側のきゅうちゃ

んが左側のきゅうちゃんを目的地まで運ぶ義

務（債務）を負っているとみることができま

す。そして，右側のきゅうちゃんがこの義務

を果たす際には，ただ運べばよいのではなく，

契約を結んだ相手方である左側のきゅうちゃ

んが怪我をしてしまうような乱暴な方法で筏

を操ってはならないのです（左側のきゅうちゃ

んを安全に運ばないといけない）。このように，

契約の各当事者は，契約を結んだ相手方の生

命・身体・財産に配慮する義務を負うとされ

ますが，その根拠として，信義誠実の原則（権

利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実

に行わなければならない〔民法 1 条 2 項〕）が

伝統的には説かれてきました。
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図 2　インフォーマントの活動イメージ図
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▶ 1 番

▶「所有権絶対性の原則」

▶左側のきゅうちゃんが自分のスマホを自由

に使っていて，右側のきゅうちゃんはそのス

マホを使いたいけれども，左側のきゅうちゃ

んが使わせてあげないように見えました。少

しこじつけですが，左側のきゅうちゃんは自

分の所有物であるスマホを自由に使うことが

できるので，自分のスマホを右側のきゅうちゃ

んに使わせないこともできるのです。そのた

め，「所有者は，法令の制限内において，自由

にその所有物の使用，収益及び処分をする権

利を有する」〔民法 206 条〕）を思い起こしま

した。そして，この規定は所有権の自由を宣

言した重要な規定であることも思い起こしま

した。

* 中世ヨーロッパでは農民が自分の土地を自由

に使うことができませんでした。農民の土地

（農民も土地に権利を持っている）であると同

時に領主もその土地に権利を持っていて，例

えば，農民が作付けできる作物などについて

も拘束がありました。そして，このような土

地についての封建的な拘束が，身分制度と結

びついていました。そのため，身分制度を廃

止したフランス革命の結果として，このよう

な封建的な拘束もなくなりました。このよう

な封建的な拘束を免れた所有権のことを，自

由な所有権と呼びます（自由はドイツ語の frei

〔＝英語の free〕ですが，拘束を免れたという

意味です）。

▶ 2 番

▶「権利能力平等の原則」

▶この 2 人は，大人と子供のように見えまし

た。そこから，権利能力平等の原則を想起し

ました。権利能力の平等とは，大人であろうと，

子供であろうと，権利をもったり，義務を負っ

たりする資格（権利能力）が認められる点では，

差別がありません。逆に言うならば，すべて

の人は，年齢などにかかわりなく，権利の主

体（持ち主）として認められるのです。

* すべての人が権利の主体となるのであって，

権利の客体となるわけではないことを意味す

るので，奴隷制（奴隷は人間であるけれども，

家畜のように所有権の対象となる）を認めな

いということでもあります。

* これは，原則の方から絵を見ていったので，

かなりこじつけです。

　インフォーマント（大山）は上述した手続きに

よって，各「きゅうちゃん」と「〇〇の原理」と

を関連づけた説明を導き出すことができていまし

た。すべてのきゅうちゃんを活用したわけではあ

りませんが，その説明内容からは，「この手続き

は授業づくりに使えそう」という大きな手応えが

得られました。さらに，読み解きには 2 通りの

方法があることがわかりました。ひとつは「原則

名を想起してから『きゅうちゃん』をあてはめて

読み解く」方法。もうひとつは「『きゅうちゃん』

を読み解いてから原則に関連づける」方法です。

　インフォーマント（大山）の解答から，筆者（鹿

内 ) は，これからつくっていく授業のイメージを

つかむことができました。研究チーム全体として

授業化研究をすすめていけるかどうか，その感触

を得るために，大山の解答（説明文）を本稿共著

者の石田と山下に読んでもらいました。そして感
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想を書いてもらいました。2 人の感想を以下に紹

介します。（特徴的な部分を赤字にしておきます。)

石田の感想

　大山先生の読み解きを読んで，まず思っ

たのは「これすごい！」「すっごいおもしろ

い！」「法律（民法）にすごく興味がわく！」

でした。シンプルなきゅうちゃんのデザイン

と，おかたいイメージの法律とのギャップに

おもしろさを感じました。「法律」というと

かまえてしまいますが，きゅうちゃんや絵図

がクッションになってくれて，「わかりそう」

と思えるのが入口としていいのだと思いまし

た。

　ただ条文などを読んで頭に叩き込む，とい

う授業だったらよほどその道を志す人でない

としんどいと思います。でも，法律に関する

文章を覚えられる・覚えられないを別にして，

内容がスッスッと頭に入ってきました。「法

律，なんだかとってもおもしろい！」と思っ

たのです。

　教材（きゅうちゃん）デザインをした立場

からすると「こんなふうに読み解いてもらえ

るんだ！」という感動も大きかったです。そ

して，もっと色んな，もっとたくさんの法

律（民法）の話を聞きたい・知りたいと思い

ました。（論文にまとめるのもいいですが，

YouTube で「きゅうちゃんと大山先生と学

ぶ民法教室」みたいな動画をつくったらおも

しろそうと思いました。やる場合は動画編集

は任せてください。）

　余談ですが，「いかだのきゅうちゃん（きゅ

うちゃんシート①の 3 番）」の読み解きが個

人的にツボに入りました。オールのきゅう

ちゃんは，もうひとりのきゅうちゃんを「安

全に」目的地に送り届けなければならない。

この念押しというか，このきゅうちゃんをつ

くったときにはそこまで考えてはいなかった

ので，作者として意外性を感じました。「そ

ういう事情があったのか」と納得できてし

まったのです。と同時に再発見できた感じで

す。頭の中で今までなかったイメージが再構

成されてきて，この状況の前後を考え始めま

した。そして，「このきゅうちゃんと条文読

み解きを組み合わせて看図作文もできちゃう

な」と思いました。看図アプローチはどんな

領域・分野でも応用できると思っていたので

すが，私たちが考えている以上にさらなる可

能性を秘めているのかもしれません。法律分

野での発展が楽しみです。

　石田ははじめ「えっ，法律 !? 絶対無理 !!」と言っ

ていました。それなのに，この感想の中には「す

ごい」「おもしろい」「もっと知りたい」「楽しみ」

といったポジティブな言葉がたくさん書かれてい

ます。学ぶ意欲・取り組む意欲がたくさん表現さ

れています。看図アプローチを活用すれば，「法

律の勉強なんて絶対無理 !!」という人でも楽しみ

ながら学んでいくことができるのかもしれませ

ん。

　石田はさらに，次のような指摘もしています。

「『このきゅうちゃんと条文読み解きを組み合わせ

て看図作文もできちゃうな』と思いました。」こ

れは，「法学ライティング（木山 2015)」という，

法学教育に取り入れられている比較的新しい試み

に，看図アプローチを活用していく可能性にもつ

ながる指摘です。看図アプローチは，法学教育に

吹く風になれるかもしれません。

　次に山下の感想を見ていきましょう。

山下の感想

　法律にまったく疎い山下ですが，大山先生

の「きゅうちゃん解釈文」を読み「なるほど

～！」と，知識を得た気分になりました。ま

た，大山先生の「きゅうちゃん解釈文」を読

み，民法を詳しく知りたいと思ったので，ネッ

トで検索してみました。

民法第 521 条＝ 契約の締結及び内容の自由
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1. 何人も，法令に特別の定めがある場合を

　除き，契約をするかどうかを自由に決定

　することができる。

2. 契約の当事者は，法令の範囲内において，

　契約の内容を自由に決定することができ

　る。

　上記の条文を読んでも，山下は「？？？」

です。大山先生のきゅうちゃん解釈文のほう

が，よっぽど分かりやすいです。さらに，

平成 29 年民法（債権関係）改正により，新

設された規定です。

契約の基本原則の一つとして認められてい

る「契約自由の原則」について，それまで民

法では明文の規定が設けられていませんでし

た。基本原則は，できる限り条文に明記され

ることが望ましいと考えられたことから，改

正民法では，新たに規定が設けられました。

契約自由の原則には，

(1) 契約を締結し又は締結しない自由（契約

締結の自由），

(2) 契約の相手方を選択する自由（相手方選

択の自由），

(3) 契約の内容を決定する自由（内容決定の

自由），

(4) 契約締結の方式の自由（方式の自由），

が含まれると考えられています。

本条では，上記 (1)，(2)，(3) の原則を明文化

しています。

　と，ネット上で書かれていましたが，山下

は条文を読んでも (1)，(2)，(3) の原則が明

文化されてるとは全然思いませんでした ( 初

学者なんてこんなもんだと思います）。「読ん

でも分からない」民法は，看図アプローチに

「向いている分野」だと思います。

　ということで，山下の感想・意見ですが，

面白いし，もっと知りたくなるし，「へ～，

なるほど～！」がいっぱいだったので，授業

に，特に初学者への授業に「民法きゅうちゃ

ん」は使えると思います。

　山下も法律に対して「そんなの覚えられない」

とネガティブな印象をもっていました。そんな山

下も「楽しくなった」「なるほどと納得した」「面

白い」「民法をもっと知りたくなった」と言い，

学びに向かう意欲が引き出されています。また実

際に民法の「〇〇の原則」について主体的に調べ

学習まで行っています。

　大山の解答，石田・山下の感想を見て，筆者（鹿

内）は「この 4人のチームで看図アプローチを

活用した法学教育の授業開発をすすめていけば，

間違いなく良い授業モデルを提案できる！」と確

信しました。

Ⅱ－ 2　予備実践 2

2. ①初学者は「公共の福祉の原則」をどの

　ように解釈するのか。

　②初学者の解釈に民法の専門家はどのよう

　な反応を示すのか。

　…①②について調べてみたい。

　この「好奇心」を満たすための調査を行いまし

た。また，ただ好奇心を満たすだけでありません。

予備実践 1 と同様に，調査結果を看図アプロー

チによる授業づくりにつなげていく可能性につい

ても考えてみました。

手続き 2
　前掲の「きゅうちゃんシート①」にある 7 番

のきゅうちゃん（図 3）をインフォーマントに呈

示します。

図 3
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　今回のインフォーマントは共著者の山下です。

山下には図 3 を見ながら課題 2 を行ってもらい

ました。

課題 2

　図 3 のきゅうちゃんを「公共の福祉の原則」

として読み解いてください。この原則はネッ

トでも調べられます。それを参照して解答し

てください。

インフォーマント（山下）による課題 2 解答

　「お題」についてですが，「公共の福祉」イ

ンターネットで調べました。法律に詳しい HP

はよく分からなかったので，どこぞのホーム

ページで解説してあるものをいくつか参照し

ました。

「自分の権利の行使を優先するがあまり，社会

的に反することまでを許してしまうと社会は

無秩序な状態となり，かえって個々の権利を

侵害する恐れがあります。」「『公共の福祉』と

は，『個人の人権を尊重しつつ，それぞれが社

会の秩序や平穏を守り，バランスの取れた社

会を維持するための基本的人権の制限』と言

うことができるのです。」

とありました。

　⑦のきゅうちゃんは，重力さえ無視した自

由な感じです。コウモリの隣で過ごしてみた

かったんだと思います。人間（かどうかはわ

かりませんが ) が天井を歩くとか，天井にぶら

下がるとか，こんな高等な技ができてしまっ

たら，道はいらないので（自由にいろんなと

ころを歩けるから )，「無秩序」になると思い

ました。それに「常識」からは逸脱していま

すので，「社会の常識」に反しています。下の

きゅうちゃんも「え ~‥‥そんなことできる

の？ずるくない？」みたいな顔をしています。

　それよりも，このコウモリの隣のきゅうちゃ

んが山下だったら，スカートがめくれてしまっ

て，山下が猥褻物陳列罪の罪に問われるので

はないかと思います。犯罪です。秩序も平和

も乱します。乱しまくりです。みんなの人権

を侵害すること間違いなしです。

　よって，この⑦きゅうちゃん絵図は「公共

の福祉」をあらわしています。という解釈です。

　山下のこの解答には「読んだこともない民法の

解釈を遊んでしまおう」という社会情動的スキル

があふれています。筆者（鹿内）はこの解釈を面

白いと思いました。民法の専門家である大山は山

下のこの解釈をどう受け止めたのでしょうか。

山下解答への大山反応

　山下先生がご覧になったのは，憲法の話の

ようですね（とはいっても，民法 1 条 1 項で

「私権は，公共の福祉に適合しなければならな

い」と規定されていますが，看図を別にしても，

私も詳しい本を調べないとどのような場合に

適用されたことがあるか分かりません〔実は，

評判も悪い条文のはずです〕）。

　ちなみに，スカートがめくれただけならば，

通常は，わいせつ物陳列罪になりません。でも，

山下先生の読み解きは，面白かったです。

　筆者（鹿内）の教材研究においても指摘しまし

たが，民法の専門家も「公共の福祉の原則」につ

いてよく理解できていないようです。このすきを

ついて，法律についてはまったくの素人の山下が，

民法の専門家である大山に反撃してきます。山下

の反論を見てみましょう。

大山コメントに対する山下の反論

　昨日，大山先生より，山下のスカートがめ

くれても「わいせつ物陳列罪にはあたらない」

とありがたいお言葉をいただきました。感謝

です。が，しかし，山下は「非常識人かつ自

由人」です。そう，スカートの下には何も履

いていないと想定していました。

　インターネットで以下の文章をみつけまし

た。
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法律の世界における「わいせつ」の定義は，

昭和 26 年に最高裁で下された「いたずらに性

欲を興奮または刺激せしめ，かつ普通人の正

常な性的羞恥心を害し，善良な性的道義観念

に反するもの」（最高裁判例 昭和 26 年 5 月 10

日）という判断が引き合いに出されます。

　やはり，あの読み解きのきゅうちゃんが山

下だったら，捕まっていますね。でも，さら

にインターネットで以下の文章をみつけまし

た。

芸術表現と，「善良な性的道義観念に反するわ

いせつ物」を切り分けることは難しいもので

す。一般的に裸や性器の露出はわいせつに該

当するケースが多いのですが，それが芸術性

を帯びていればわいせつではないと解釈され

ることもありえます。

　もしかすると，大山先生は山下に芸術性を

感じていただけたのかもしれませんね。そう

だとすると，大山先生のおっしゃる通り，山

下は捕まりません。

　というわけで，どちらの読みも可能なわけ

ですが，山下は「わいせつ」の定義が確認で

きましたので，芸術性がとても高くて美しい

山下でも，現実世界ではどちらの読みも可能

なわけですから，「わいせつ物」を陳列しませ

ん。捕まりたくはないので。

　法律，面白いです。しかも自然と学べました。

「看図アプローチ」がよくなじみますね。これ

は今後に期待です（^ ▽ ^)/

　「公共の福祉の原則」は民法第 1 条 1 項に明記

されています。民法のトップに書かれているので

す。それなのに，専門家にさえよく理解されてい

ない注 1。これはとても不思議なことです。その

不思議をいかして教材づくりができるのではない

か，ということが課題 2 をつくった発端でした。

　山下の解答に対する大山のコメントから，「公

共の福祉の原則」については「専門家の間でも定

説はない」ということが確かめられました。定説

がないからこそ，素人も堂々と自説を展開できま

す。そのことも確かめることができました。課題

2 は「法律的なものの考え方」の育成のための教

材として活用できそうです。今後，活用方法の精

緻化を図っていきたいと思います。ただ，「公共

の福祉の原則」については定説がないだけに，学

習者があまりにものびのびと考えてしまうのでは

ないかという懸念が残りました。

Ⅱ－ 3　予備実践 3

3.「消滅時効」に関するわかりやすい説明を

　民法の専門家から引き出してみたい。

　この「好奇心」を満たすための調査を行いまし

た。また，ただ好奇心を満たすだけでなく，調査

結果を看図アプローチによる授業づくりにつなげ

ていくことも予備実践 1・2 と同じです。

手続き 3
　看図アプローチで用いる絵図（図 4）のリスト

をインフォーマントに呈示します。

8
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図 4　民法きゅうちゃんシート②

　そして「消滅時効」という概念を説明するのに
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ふさわしい「きゅうちゃん」を選んでもらいます。

さらに，選んだ「きゅうちゃん」を読み解き，読

み解いた内容と「消滅時効」の意味内容を関連づ

けて説明を書いてもらいます。具体的には次のよ

うに行いました。

　今回のインフォーマントは共著者の大山です。

前述しましたが民法の専門家です。大山には図 4

を見ながら課題 3 を行ってもらいました。

課題 3

　「民法きゅうちゃんシート②」を参照して

ください。

　「消滅時効」という概念を説明するのに最

もふさわしい「きゅうちゃん」はどれですか。

またそれを選ぶ理由を説明してください。

（きゅうちゃんは複数選んでつなげてもかま

いません）

インフォーマント（大山）による課題 3 解答

4 番

　消滅時効の趣旨の説明だとすると，4 番が 1

番良いかと思いました。4 番ですと，左側のきゅ

うちゃんがなんらかの代金（最初に思ったの

は家賃ですが）を右側のきゅうちゃんのとこ

ろに払いに行っているように見えました。左

側のきゅうちゃんが代金をきちんと払ったに

も拘わらず，長い時間が経ってから，左側の

きゅうちゃんがその代金を支払うよう請求さ

れた場合であって，領収書等の証拠がなくなっ

てしまっていたときに，きちんと代金を払っ

ていた左側のきゅうちゃんを救うことができ

ることを説明できるように思ったからです。

　なお，不法行為（損害賠償）については一

般の場合より短い消滅時効が規定されていま

す（民法 724 条）が，この説明としては 8 番

もあり得るかと思いました。

８番

　8 番では，左側のきゅうちゃんが右側のきゅ

うちゃんの物である食べ物（たこ焼き？）を

勝手に食べてしまったように見えました。そ

の損害賠償（ほんのわずかでリアリティがな

いという問題はありますが ...）の話だとすると，

証拠の保全等の点から，一般の場合よりも消

滅時効の期間が短いことを納得してもらえそ

うです。

　率直に言うと，この課題は難しかったです。

最初から 4 番が良いと思ったのですが，これ

以外は最初は法的な場面が思い浮かばなかっ

たからです。

1 番

6 番

　課題から外れた余計なことを申せば，スポー

ツなどでルールに従っている場合には損害賠

償が認められないことが多いのですが，その

理由の 1 つとして被害者が承諾していること

があげられます。その説明としては，1 番（玉

入れをしていて，右側のきゅうちゃんに玉が

あたりそうです），6 番（綱引きをしていて，

右から二人目のきゅうちゃんが引きずられて
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いるようです）が使えるかもしれないと思い

ました。

　この解答の中で大山は「率直に言うと，この課

題は難しかったです。」と述べています。しかし

4 番と 8 番の「きゅうちゃん」を使って「消滅時

効」概念をわかりやすく説明できています。大山

はまた次のように述べています。「最初から 4番

が良いと思ったのですが，これ以外は最初は法的

な場面が思い浮かばなかったからです。」という

ことは，「民法きゅうちゃんシート②」中の各「きゅ

うちゃん」から法的な場面を思い浮かべることが

できたら活用できるということです。このことを

手掛かりにして「民法きゅうちゃんシート②」の

活用可能性を高めていきたいと思います。具体的

には 2 つの対応策が考えられます。1 つ目は「民

法きゅうちゃんシート②」に描かれている各「きゅ

うちゃん」から法的場面を思い浮かべるためのサ

ポート法を考えることです。2 つ目は法的場面を

考えやすい「きゅうちゃん」だけを選びシートに

まとめなおすことです。この対応策は「消滅時効」

以外の概念の学習にも活用できそうです。

Ⅱ－ 4　予備実践 4

4. 教育の「日常」で起こることにも，民法

　はしっかり対応できるのか確かめてみた

　い。

　この「好奇心」を満たすための調査を行いまし

た。また，ただ好奇心を満たすだけでなく，看図

アプローチによる授業づくりにつなげていくこと

も予備実践 1・2・3 と同じです。

手続き 4
　教育の「日常」で起こる問題場面を描いた絵図

（図 5）を新たに制作しました。制作者は本稿共

著者の石田ゆきです。これをインフォーマントに

呈示し，次の課題に取り組んでもらいました。

図 5　教育の「日常」で起こる問題場面の絵図

　今回のインフォーマントも共著者の大山です。

大山には図 5 を見ながら課題 4 を行ってもらい

ました。

課題 4

　絵図（図 5）を参照してください。

　この絵図に描かれている場面は，民法に記

載されている文言のどの部分に相当します

か。相当すると思われる文言・条文等を抜き

出し，なぜそう思うのか，その理由をまとめ

てください。

　絵図中の子ども（もの）をオトナに読み替

えてもかまいません。

　描かれている「もの」を何かの象徴として

読み替えてもかまいません。

　それらの「もの」を総合して，民法上の「ど

んなこと」に相当するのか考えてください。

インフォーマント（大山）による課題 4 解答

1. 物権的請求権

2. 不法行為に基づく損害賠償請求権（女の子

　から男の子の親に対して）（民法 709 条，

　712 条，714 条）

©yuki.ishida
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3. 幼稚園が負う安全配慮義務を理由とした損

　害賠償請求権（女の子から幼稚園に対して）

　（民法 415 条，安全配慮義務を幼稚園が負う

　根拠としては信義則〔民法１条 2 項〕）

▶１．について

　民法の起草者は当然のことであるとして規

定を設けませんでしたが，所有者は所有権に

基づいて所有物の返還を求めることができま

す。この絵では右側の男の子が，左側の女の

子の帽子を奪い取っているようですので，女

の子は自分の所有物である帽子の返還を請求

できます。（所有権をはじめとする物権という

権利については，侵害された場合にはその侵

害を除去することができるということで，ま

とめて物権的請求権といいます）

　なお，この前提としては，所有権をはじめ

とする物権と呼ばれる権利は，誰に対しても

主張できる（物権の絶対性）ので，所有権を

根拠とした請求を男の子に対してもすること

ができます。（物権の絶対性も当然の前提とさ

れているのですが，民法第２編〔物権〕で一

番基本的かつ大事な内容です）。

▶２．について

　女の子の額にたんこぶができているので，

男の子が女の子を殴っているようです。そう

すると，損害賠償請求権も，問題になり得ます。

（もっとも，民法 709 条の問題になるのですが，

女の子に損害がないとして損害賠償請求権が

否定される可能性もありますし，また，男の

子の行為が違法でないと損害賠償の話にはな

らないので，子ども同士のけんかであること

からすると，違法性があるのかも疑問ですが）

仮に損害賠償の話になっても，幼稚園児のよ

うな小さい子供に損害賠償義務を負わせるの

は酷なので，男の子は損害賠償義務を負いま

せん（民法 712 条）。男の子の代わりに，男の

子の親がきちんと男の子のしつけなど監督を

していなかったならば，損害賠償責任を負い

ます（民法 714 条。親の免責はまず認められ

ません）。

▶３．について

　絵では幼稚園の先生らしき人物がいます。

幼稚園は女の子に対して生命・身体の安全が

害されないように配慮する義務（安全配慮義

務）を負うと解されていますが，幼稚園の先

生が適切に対応していなかったために，女の

子が怪我をしたというのであるならば，幼稚

園が損害賠償責任を負う可能性があります。

　大山の解答では，図 5 から 3 つの事態を読み

取っています。その 3 つの事態に対する民法上

の対応も書けています。したがって，民法は教育

の「日常」場面で起こる事態にも対応できるもの

と思われます。図 5 では保育場面の出来事が描

かれています。本稿共著者山下は，現在保育者養

成に関わっています。将来保育者になる学生さん

たちに民法を学んでもらうために，今回開発した

教材を活用できそうです。

Ⅲ . まとめと今後の課題
　看図アプローチを活用した「法学の授業づく

り研究チーム」を発足させました。研究チーム

は，法学，特に民法の専門家 1 名と，法学の素

人 3 名で構成されています。研究チームの 4 名は，

これから各々の専門に相応しい役割を果たしてい

きます。本稿ではまず，教育心理学・教育学を専

門とする鹿内がまとめ役となり，今後の授業づく

りにつながる教材研究を行いました。

　よい授業をつくるために，最も大切なことは，

授業者が教材を面白いと思えることです。少なく

とも，筆者（鹿内 ) はそのように考えています。

ところが，法律の文章は読み物としての面白さを

備えていません。このため，法学素人の共同研究

者である石田と山下は法学の面白さを感じ取れて

いませんでした。そこで鹿内は，民法の面白さを

4 点発掘し，それらを教材化する作業を行いまし

た。発掘した面白さをいかした看図アプローチ課

題を 4 つ作り，予備実践をしてみました。これ

らの予備実践に参加したり，他の人の取り組みを

モニターしたりすることによって，石田と山下に
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も民法の面白さを感じてもらえるようになりまし

た。また，4 つの予備実践を通して「今回構成し

た看図アプローチ課題は授業づくりに活用できそ

うだ」という感触ももてました。

　今回の予備実践は，共同研究者になっている大

山と山下をインフォーマントとして行いました。

次の研究課題は，私たち以外の人たちを学習者に

して，実際に授業を実施してみることです。その

実践を通して授業モデルを洗練していくことで

す。

　どのような特質をもった人たちが学習者になる

かによって授業モデルを少しずつ変えていく必要

もあります。たとえば，大学初年次の学生・学部

専門ゼミの学生・大学院生等々，多様な学習者集

団が考えられます。法学部以外にも教育学部や保

育者養成機関などでの実施も考えられます。本稿

で開発した「看図アプローチ課題」を活用した授

業をいくつかの学習者集団に実践していきたいと

思います。

引用・参考文献
木山泰嗣　2012　『弁護士が教えるわかりやすい

　「民法」の授業』　光文社

木山泰嗣　2015　『法学ライティング』　弘文堂

大村敦志　2007　『民法 0・1・2・3 条＜私＞が

　生きるルール』　みすず書房

鹿内信善編著　2014　『見ることを楽しみ書くこ

とを喜ぶ 協同学習の新しいかたち ● 看図作文

レパートリー ●』ナカニシヤ出版

鹿内信善　2015　『改訂増補 協同学習ツールの

つくり方いかし方－看図アプロ－チで育てる

学びの力－』　ナカニシヤ出版

内田貴　2008　『民法Ⅰ［第４版］総則・物権総

　論』　東京大学出版会

米倉明　1984　『民法講義　総則（1)　私権，自

　然人，物』　有斐閣

吉田克己　2018　「公共の福祉」　山野目章夫編　

『新注釈民法（1) -- 総則（1) 1 条～ 89 条 通則・

人・法人・物』　有斐閣　pp.107-130

注１　大山が補足すると，これまでの民法学説で

も，「公共の福祉」についての定義が漠然と

していて，「公共の福祉」とは何かと問われ

ると答えるのが容易でない，といわれてい

ました（米倉 1984,p.5）。

　もっとも，学説上「優勢だったのは，そ

の〔引用者注：民法１条１項，すなわち，

公共の福祉の原則の〕意義を認めることに

消極的ないし否定的な学説であった」（吉田

2018,p.116）のです。「このような消極説

さらには否定説が多く提示された背景には，

公共の福祉の理念が，とりわけ権利濫用法

理適用の領域で，現実にやや『安易な私権

制限』をもたらしていた事情があった」（吉

田 2018,p.118）。そして，多くの裁判例では，

「公共の福祉の内容は，ここでは政治的利益

ないし経済的利益であり，それらが個人の

権利に優先する」（吉田 2018,p.129）とさ

れていたのです。

　ただし，近時では学説上も「公共の福祉」

の内容を再定義する動向もあらわれており

（吉田 2018,pp.118-119 の紹介を参照），裁

判例においても，「いまだ萌芽的な動向にと

どまるとはいえ，市民全体の生活利益を確

保するために土地所有権の行使を制約する

という方向での公共の福祉あるいは公共性

も見いだされる」（吉田 2018,p.129）との

指摘もあります。

　本文に書かれている教材化をするのにあ

たっては，「公共の福祉」のマイナスの側面

をも学習者に考えさせるものにする必要が

ある，と大山は考えます。仮にこのような

ものになるならば，法的なものの考え方を

養う良い教材になりうると思います。
（この注 1 の文責は大山和寿が負うものです。）

　　　　　　　　　　    2021 年 4 月   9 日受付

                                        2021 年 4 月 10 日受理
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Ⅰ．1 年越しの研究会開催は「連続」で！
　2021 年 3 月 21 日・23 日と２回連続で「看護

教育看図アプローチ研究会」が開催されました。

しかも初の Zoom による「オンライン」開催です。

この研究会は「全国看図アプローチ研究会」が主

催し，看護教育分野で活躍しておられる山下雅佳

実先生（中村学園大学・全国看図アプローチ研究

会事務局長）と菊原美緒先生（防衛医科大学校）

が中心となり企画・実施されたものです。２日間

で延べ約 120 名の皆様にご参加頂きました。ご

参加くださいました皆様，誠にありがとうござい

ました。

　当初，2020 年 3 月に早稲田大学（開催校責任

者李軍先生）で「2020 年度第 2 回全国看図アプ

ローチ研究会」を開催する予定でした。しかし，

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け，やむ

なく中止となってしまいました。このときはすぐ

に「ではオンラインで」ということにはならなかっ

たので，発表者はもちろん会員の無念はそれはそ

れは大きなものでした。今回の研究会はそんな思

いを払拭すべく，新しいかたちでの研究会として

企画されました。

　さて今回は「看護教育」を冠した研究会ですが，

基盤となっているのは「看図アプローチ」です。

看図アプローチは汎用性が高く，様々な分野に適

用可能な，「みること」を重視した授業方法です。

これまでの研究で，「看図アプローチは看護教育

にもよく馴染む」ということが何度も確認されて

きました。そこで，看図アプローチを活用した看

護教育分野の実践を体験的に理解できる会にする

ため，スタッフは様々な準備をすすめてきました。

　次に各日程の発表・ワークショップの様子につ

いてお伝えしていきます。両日とも参加された方

は思い出にひたってください。１日のみご参加の

方は，一方でどのような発表がなされたのかご確

認ください。両日とも参加されなかった方には，

看護教育における看図アプローチの活用が現在ど

のようになされているのか一例を知って頂ければ

と思います。

Ⅱ．1 回目プログラム（３月 21 日）Ⅱ．1 回目プログラム（３月 21 日）
Ⅱ－１　鹿内信善先生（天使大学）の発表
　今回の研究会では「看護教育の人でなくても取

り組みやすいこと」「多職種連携を意識すること」

も重要なテーマになっていました。鹿内先生はそ

のようなテーマに見合うワークショップ内容を考

えました。少しややこしいのですが，その内容に

ついて少し語らせてください。

　以前，共同研究の中で，一級建築士の資格をも

つ教員と工学を専門とする教員が担当する「くら

研究ノート

看護教育看図アプローチ研究会「連続開催」報告
―2021 年 3 月 21 日・23 日 by Zoom―

石田ゆき 1)

ISHIDA Yuki 

キーワード：看図アプローチ・看護教育・多職種連携・オンライン研究会・Zoom

全国看図アプローチ研究会研究誌 7 号　2021.4

1) 日本医療大学
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しと景観」「まちづくり概論」「景観行政論」の授

業注１を，教育心理学を専門とする鹿内先生と美

術教育を専門とする筆者（石田）が設計し実践し

ました。その授業づくりはまさに多職種連携に

よって行われました。そしてその授業をアレンジ

して，筆者（石田）が医療系大学の「教育学」の

授業として実施しました。今回はそれを，鹿内先

生がさらにアレンジし，30 分のワークショップ

として追実施しました（図１）。

　ワークショップでは，２つのまちの景観写真を

チャットを活用しながら読み解いていきました。

取り出した「もの」から，それぞれのまちの「特

色」について読み解いていきます。「もの」発問

でリソースを収集し，「どんな特色？」という「こ

と」発問に発展させていくというプロセスですす

めていきました。

　まとめとして学生の授業後感想が紹介されまし

た。授業者から「自身のキャリア意識と結びつけ

て書いて」と指示しているわけではないのに，学

生さんたちは自ら「主体的に」キャリア意識と関

連づけた内容を書いてくれていました。ちなみに

「教育学でなぜこんな内容をやらなければいけな

いの？」などという感想は出てきません。これは，

授業のはじめに「みること」が日本の教育に欠け

ていること・「みる力」をつけるためには看図ア

プローチが効果的であること等の「学びの理由・

意味」をきちんと伝えているからです。このよう

に，「学びの理由・意味」を明確にすれば，「え？」

と思うような題材でも，学生さんたちは納得し楽

しみながらついてきてくれるようになります。こ

れから看図アプローチを取り入れてみようと考え

ておられる先生方も柔軟にご自身の領域に関連づ

けて応用して頂ければと思います。

　ビジュアルテキストを読み解く力・学んだこと

をキャリア意識と結びつける力は一朝一夕には身

につきません。しかし看図アプローチ基盤型の授

業を繰り返し実施することで，学生さんたちは他

の人の見方を取り入れながら情報を取捨選択し，

自然に自ら深い学びへと昇華していくことができ

るようになります。無理もなく，押しつけでもな

く，自然に「主体的・対話的で深い学び」が実現

できます。この発表の内容は『全国看図アプロー

チ研究会研究誌』5 号からシリーズで掲載してい

ます（石田 2021a,2021b,2021c）。よろしけれ

ばぜひご覧ください。

図１　鹿内先生発表の様子
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Ⅱ－２　田中伸子先生（長崎県央看護学校）の
　　　　発表
　田中先生は「カリキュラムマネジメントからみ

た長崎県央看護学校における看図アプローチの意

味－教員全員で取り組むとこうなる！－」をテー

マにご発表くださいました。長崎県央看護学校（以

後，県央さん）は「教員全員」つまり「学校まる

ごと看図アプローチの授業づくり」に取り組んで

おられる学校です。思わず「県央さん」と呼びた

くなる，あたたかなまとまりを感じる存在です。

県央さんのすごいところは，先生方みなさんでビ

ジュアルテキストづくり・発問づくりについて

しっかり向き合っておられるところです。意外性

のある発問にするには？どこに学びをもってい

く？等々，学生さんに授業をする前に教員同士が

学び合っています。その結果，先生方みなさんが

「脳にスイッチが入る（鹿内 2016,p.4）」を実感

し，納得し，看図アプローチによる授業づくりを

継続されています。先生方自身が「主体的・対話

的で深い学び」を実現しているのです。このよう

な取り組みによって，教員間のコミュニケーショ

ン能力が向上しているということも特筆すべき点

です。見て話し合うことで各教員の視野が広が

り，結果として教員の資質・能力向上につながっ

ています。さらに，様々な授業で看図アプローチ

が活用されているため，学生さんたちも学習方法

を理解しており，授業自体がスムーズに進行して

いけるというのです。教員全体で取り組むことで

メリットが何倍にも大きくなっているようです。

ワークショップとして，そんな県央さんの職員室

での一場面がビジュアルテキスト（図２）として

呈示されました。

　「もの」を取り出したあと，この写真は「ある

依頼に応えるための仕事中の場面」であることが

伝えられました。さて「ある依頼」とは？個人思

考後にチャット回答を行いましたが，ここではタ

ネあかしはせず，２日目プログラムへのお預けと

なりました。気になるじゃないですか田中先生！

そして動機づけがお上手！予測させておいて次回

に確認。なるほど，「予測－確認」の原理ですね。

看図歴 16 年目の筆者（石田）もワクワクしてし

まいました。

　県央さんの努力の軌跡については『全国看図

アプローチ研究会研究誌』5 号の山下他（2021）

論文で紹介されています。まだ読まれていない方

はぜひ，お読みになって頂きたいです。そのすば

らしい「同僚性」で今後も素敵に授業づくりを続

けていかれることと思います。

図 2　田中先生発表の様子
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Ⅱ－３　菊原美緒先生（防衛医科大学校）の発表
　菊原先生は「多職種連携教育への看図アプロー

チの導入」をテーマにご発表くださいました。は

じめに写真を活用した自己紹介をして頂きました

（図 3）。

図 3　写真を活用した自己紹介

　筆者（石田）にはジャクソン - ポロックの作品

に見えて仕方なかったのですが，れっきとした写

真です。木々が生い茂り，一見するとどんな「も

の」や「こと」が写っているのかなかなか定まら

ない「曖昧性」をもった写真でした。実際の授業

でもこのようなビジュアルテキストを導入として

読み解くと，頭がやわらかくなってその後の授業

に入り込みやすくなります。実際のチャットでは

とても鋭い読み解きもあったのですが，参加され

ていない方にとってはネタバレになってしまうの

でここでの紹介は割愛させて頂きます。菊原先生，

とてもよいビジュアルテキストですので，ぜひま

たどこかで発表されてください。

　ワークショップでは A 短期大学幼児保育学科

の学生さんを対象に実施された特別授業を再現し

て頂きました。360 度カメラで撮影した立体的

ビジュアルテキスト（図 4）を，YouTube を介

して呈示し，読み解きを行っていきました。そう

して「病室のベッド上からの子どもの目線」を体

験していきます。

　そして，「この子は，ベッド柵につかまり，懸

垂をしてしまうので危険がある。主治医の指示で

手袋と靴下を履かせて危険を回避する対応をとっ

た。」ということが伝えられました。主治医の指

示に従うことによって，子どもはどのようになる

か，派生してくる諸問題をどのように解決してい

くか等についてグループに別れてディスカッショ

ンを行いました。その後のチャットによる全体共

有では「心と安全，どちらを取るのか。」「つかま

り立ちしたいという運動欲求を満たしてあげない

とね。」「倫理的にどうかと思う。本当に安全か確

認する。人の目を増やす。」等の意見が出されま

した。「心の問題」についてなら心理学者，「運動

欲求を満たすコツ」ならスポーツ選手の出番かも

しれません。「倫理や安全」の問題なら，保育士

や看護師だけでなく，親族等身近な人も含めた「多

図 4　菊原先生発表の様子
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職種連携」によって解決していくことができるで

しょう。

　この子ども目線による読み解きを体験した学生

さんたちはどのようなことを考えたのでしょう

か。KHコーダーを活用した分析によれば，ベッド・

柵・医師といった物理的発見だけでなく，圧迫・

不安・恐怖・寂しいといった感情的体験もしてい

たことがわかりました。立体的で臨場感のあるビ

ジュアルテキストを活用することで，参加者自身

がより自分事としてとらえやすくなったとみられ

ます。子どもの目線体験から，目には見えない心

境まで読み解き，「自分の立場・職業ならどんな

ことができるのか」を考える貴重な機会となりま

した。

Ⅲ．２回目プログラム（３月 23 日）Ⅲ．２回目プログラム（３月 23 日）
Ⅲ－１　「鹿内先生の」ご挨拶
　研究会 2 日目の冒頭は，「2 分 !!」の「鹿内先

生の挨拶？」動画から始まりました（図 5）。山

下事務局長から「２分 !!」というテーマを与えら

れての企画です。そのテーマ通り放映時間は「2

分 !!」です。実はこの動画の制作には「20 時間 !!」

かかっています。大事なことを伝えるためなら「2

分 !!」のために「20 時間 !!」かけるところが全

国看図アプローチ研究会の心意気です。

　この動画鑑賞のあと，続けて 2 名の先生方か

ら実践発表して頂きました。おふたりとも「教員

全員で看図アプローチに取り組む県央さん」の先

生です。期待が高まります。共通テーマは「こん

なオンライン実習やってみました－長崎県央看護

学校の場合－」です。

図 5　ご挨拶動画冒頭

Ⅲ－２　山口奈津子先生（長崎県央看護学校）の
　　　　発表
　山口先生は「1 枚のビジュアルテキストから」

をテーマにご発表くださいました。学生さんたち

は 3 年間「精神看護学」を学びます。しかしど

んなに勉強しても，実習では患者様の問題点にば

かり目が行ってしまい，ストレングスに着目する

ことができなくなってしまいます。新型コロナの

影響で実習先で学ぶことができない学生さんたち

のため，山口先生は「実際の患者様のベッドサイ

ドを再現して実習らしく学ぼう！」と思いつきま

す。その場面をビジュアルテキスト（図 6）とし

た授業を体験させてくださいました。

　看図アプローチの基本通り，はじめに「もの」

を取り出していきます。個人思考のあとチャット

図 6　山口先生発表の様子①



看護教育看図アプローチ研究会「連続開催」報告 全国看図アプローチ研究会研究誌 7号

38

により回答していきました。ここでは「写ってい

る『もの』を〇個あげてください」ではなく「写

真の中に写っている『もの』を 1 分間でできる

だけたくさんあげてください」という発問をされ

ました。看図アプローチの授業では前者の「も

の」発問を使われることが多いのですが，後者の

「もの」発問は時間制限の中で「他の人よりいっ

ぱい見つけよう」という良い意味での競争心が生

まれ，動機づけにもとても効果的だと考えられま

す。看図アプローチでは「適度な競い合いも OK

（鹿内 2015,p.73）」なのです。個人思考のあとは

集団思考です。チャットに出されたたくさんの回

答に目を通す時間が設けられました。これにより

対話的学びが実現されます。時間は 1 分でした。

このとき山口先生は「1 分間他の方のチャット回

答を見てみてください」と仰いました。このよう

に集団思考の時間を確保する指示はとてもわかり

やすくていいなと思いました。チャットを活用し

た授業の際にはぜひ真似させて頂きます。

　ところで，このチャットで「無印の袋」と書か

れた先生が数名おられました。これは「ビジュア

ル」ではなく「文字」情報からの発見なのですが，

言われると「はあ～なるほど」と素直に感心でき

ました。図 6 の写真は，ビジュアルテキストと

文字情報が効果的に組み合わされたミックスドテ

キストになっていたのだと思います。

　次に「こと」発問です（図 7）。「この患者様（A

さん）はどんな『力』をもっていますか？」これ

は秀逸な発問です。その患者様の問題点ではなく

ストレングスに目を向けることにつながる発問だ

からです。患者様のもっている「力」に気づくこ

とができれば，患者様本人には自信をもたせるこ

とができ，学生さんはその患者様の個別性を発見

することができます。多様性について考える機会

にもなるでしょう。

　「どんな力をもっている？」発問について 2 分

間個人思考しながらチャット回答していきまし

た。そして 1 分間，チャット回答を見る時間が

設けられました。回答内容の共有の中で須藤文先

生（久留米大学）は「ベッド柵が頭の方にある。

これは落ちないための配慮からで，寝返りをうつ

力をもっている。」と読み解かれていました。ま

た例示された学生さんの回答としては「新聞があ

るところから社会問題等色々なことに興味があ

る。」「ゴミ箱にゴミが入っているのでゴミの処理

ができる。」「履物があることからベッド以外の場

所で過ごせる。」等々，様々な見方を展開してく

れていました。どれも納得のいく読み解きです。

山口先生のご専門は「精神看護」ということで，

専門外の人には難しそうと感じる分野です。しか

し，短時間でも，参加者の職種や分野が違って

も，一緒に考えられる。そんな看図アプローチの

良いところが存分にいかされたワークショップで

した。

　なお，写真の左側に写っている靴は，偶然写り

込んでしまったものだそう。山口先生は学生さん

が「もの」として取り出したときに初めてその存

在に気がついたそうです。ビジュアルテキストを

つくった本人の無意識にも学生さんはちゃんと気

づいてくれたのです。このような偶然・無意識か

ら大きな発見や感動をよぶのも看図アプローチの

良いところです。

図 7　山口先生発表の様子②
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Ⅲ－３　隈上貴子先生（長崎県央看護学校）の
　　　　発表
　隈上先生は「実習評価に看図アプローチを使っ

てみました－学生の力に驚いた！父よ，ありがと

う－」をテーマにご発表くださいました。とくに

看図アプローチを活用した訪問看護実習に関する

報告です。施設実習が中止になったときの工夫の

仕方とその評価について発表されました。

　オンライン実習授業のために，隈上先生は多職

種（理学療法士・療養者の家族・薬剤師・介護士・

看護師）の立場から看護を考える動画を作成され

ました。訪問看護に関する動画は学生さんたち自

身が訪問看護師役となって実演し動画を作成しま

した（図 8）。学生さんたちが作成した動画の共

有は，オンデマンド配信またはライブ配信によっ

て行われました。

　学生さんの動画では，ぬいぐるみを使用したり

家族の協力を得たりして，看護シミュレーション

を行います。撮影中に飼い犬が乱入した学生さん

は，その飼い犬を療養者の家族に見立て労いの言

葉をかけるなど臨機応変に対応した，という事

例もあったそうです。隈上先生は動画のクオリ

ティーの高さと，動画を見る学生さんたちの真剣

な姿にとても驚かされたそうです。

　さて，この実習の「評価」はどのようになされ

たのでしょうか。隈上先生は 8 枚の写真を呈示

し（図 9），「訪問場面を想定した動画の作成や実

演のプレゼンテーションを受けての学びをこの中

から 1 枚選んで説明してください」のように伝

えました。学生さんは自分が選んだ写真について

読み解き，訪問看護と関連づけた文章を書いてく

れていました。

　例えば 3 番のピザの写真を選んだ学生さんは

「何が必要か考え，計画を立て，準備，食べて評

価する過程が必要と思った。」「ピザのように訪問

看護という土台は同じでも看護はトッピングのよ

うに人それぞれ違っていて個別性があると感じ

た。」のように記述していました。どの写真に対

しての記述も，よく考えられた内容になっていま

した。学生の力はすごい！です。

　隈上先生はこれらの写真を選んだ意図につい

て，「（理由をつければつけられるけれど）『無意識』

だった」とおっしゃました。先の山口先生のご発

表の中にも「偶然」「無意識」という言葉が出て

きました。教員が意識して考えすぎると，答えを

誘導するようなビジュアルテキストや発問になっ

てしまいます。ですから，偶然や無意識といった

「考える余白」のようなものがあるからこそ，学

生さんから思いもよらぬ回答を引き出すことがで

きるのだと思います。

　最後に，オンライン実習用に隈上先生が作成さ

れた動画は実は……。これは隈上先生ご自身の体

験と大きな関わりがあるものでした。ですので，

私からお伝えすることは難しいです。2 日目プロ

グラムに参加されていない方にはわけがわからな

いかもしれませんがご了承ください。隈上先生，

本当に心打たれるご発表でした。研究誌や他の発

表機会などでぜひお伝えして頂ければ幸いです。

図 8　隈上先生発表の様子 図 9　写真を活用した「評価」
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Ⅲ－４　山下雅佳実先生 ( 中村学園大学）の発表
　山下先生は全国看図アプローチ研究会の事務局

長！トリです。「コロナに負けない！ NK 細胞活

性を上昇させる『山下流看図アプローチ』」。いっ

てみましょう。

図 10　山下先生発表の様子

　はじめに 21 秒の動画が呈示されました（図

10）。動画を見たあとで定石の，「もの」発問です。

個人思考しながら 10 個書き出し，それをチャッ

トに書き込んでいきます。書き込みの中には「タ

オルケット」「お母さん」「坊主頭」「ぬいぐるみ」

等々あり，中でも「ルンバ」は山下先生も驚かれ

ていました。見逃さなかった県央さんの藤井愛美

先生，さすがですね。

図 11　動画のあとどうなるか予測

　チャットで「もの」を共有したら，次は「こと」

発問です（図 11）。

　この動画の 5 秒後，この子はどんな顔をして

いるか，について予測します。①～⑥から１つ選

び理由も考えます。投票機能を活用しての個人思

考です。３分で投票したあと，全体共有をしまし

た。例えば⑤を選んだ県央さんの渡邊玲子先生は

「お母さんがおやつか何かを持ってきて，それに

喜んだ。」同じく⑤を選んだ稲葉太香子先生（東

京医療学院大学）は「親御さんに『よくがんばっ

て歩いてきたね』と言われて喜んだ。」と予測さ

れていました。さて確認ですが，これもネタバレ

は控えたいと思います。山下先生，また何らかの

かたちで発表されてくださいね。山下先生は現在

「保育」に関する授業をされているということで，

この動画から子どもの安全管理・ハザードとリス

クについて考えてもらえるようなパワーポイント

をまとめられていました。

　さあ，いよいよ研究会も大詰めです。最後のワー

クは，なんと，21 日（１回目）プログラムで田

中先生が「確認は次回に」と言われていた「ある

依頼に応えるための仕事中の場面」の「ある依頼」

の答えになる内容でした。その依頼とは，山下先

生が県央さんに「看護教員の国家試験問題をつく

り，写真で送ってください」というものでした。

完成した看護教員国家試験問題は次のようなもの

です。

問  3923
　次の文章の㋐と㋑にあてはまるビジュア

ルテキストを選びなさい。そして，なぜその

ビジュアルテキストを選んだのか理由を説

明しなさい。

「私は，この研究会に参加する前は（㋐）
だったが，今は（㋑）である。選んだ
理由は～。」

　すごい問題数ですね。ってそこじゃないですね。

センス抜群の県央さんの先生方がどんなビジュア

ルテキストをつくられたかというと…図12です。
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図 12　看護教員の国家試験問題写真

インパクト大！インパクト大！
なビジュアルテキストです。こんな問題が 3923

番目に出題されたら，それまでの解答でくたくた

になった受験生もびっくりして NK 細胞が超活性

化されそうです。チャットの紹介は省略しますが，

多くの参加者がポジティブな解答をされていまし

た。

Ⅳ．全国看図アプローチ研究会は歩み続ける
　ということで，いかがでしたでしょうか。研究

会終了後には鹿内先生のもとにたくさんの御礼の

メッセージが届きました。李軍先生（早稲田大学）

のメッセージには次のようなことが書かれていま

した。「県央の先生方って，本当にすごいなぁと

羨ましく思いました。どんなリクエストにも応え
てくれる心強い仲間がいるんだなぁと，改めて看

図アプローチの強みを感じさせられました。」こ

れは，山下先生と県央さんの絆を讃えている言葉

です。山下先生は 2017 年から北海道にいる鹿内

先生に代わって県央さんに通い，看図アプローチ
のすばらしさを根気強く伝え指導を続けてきてく

れました。県央さんはその熱意に応え続けてきて

くれました。看図アプローチの世界をつくってき

た鹿内先生も筆者も，山下先生・県央さんを誇り

に思っています。

　今回，先生方にはそれぞれの立場からアイデア

に富んだ発表をして頂きました。看図アプローチ
の授業を成功させるためには，ビジュアルテキス
トづくり・発問づくり・学習者実態に応じた環境
づくりが必須です。ビジュアルテキストづくりと

発問づくりはセットです。「ものこと原理」だけ

でも上手くいくこともありますが，今回の山口先

生の「どんな力が」発問のように，よいビジュア

ルテキストとよい発問がピタリとくればもう無敵

です。

　そう遠くないうちにまた研究会を開催する予定

です（鹿内先生 said）。再び皆様にお会いできま

すことを心より楽しみにしております。「ひっそ

りと精力的に」ホームページも更新しています。

（「ひっそりと精力的に」は鹿内先生が大切にして

いるモットーです。）時々のぞきに来て頂ければ

幸いです。今後とも全国看図アプローチ研究会を

よろしくお願い申し上げます。
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鹿内信善・伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・ 伊藤

公紀　2013　「ヴィジュアルテキストの読解

指導を取り入れた大学授業の改 善 ( Ⅸ ) －『く

らしと景観』と『まちづ くり概論』の接続－」　

『道都大学紀要美術学部』　第 39 号　pp.75-

89

伊藤裕康・石川清英・石田ゆき・伊藤公紀・ 鹿内

信善　2014　「ヴィジュアルテキストの読解

指導を取り入れた大学授業の改善 ( Ⅹ ) －『産

業景観』を教材とした『くらしと景観』授業

の追実施－」　『道都大学紀要美術学部』　第 

40 号　pp.57-67

＊手に入りにくい論文もあります。各論文 に

アクセスできない場合には全国看図アプロー

チ研究会ホームページお問い合わせフォーム

よりご連絡ください。

2021 年 3 月 31 日受付

2021 年 4 月   5 日受理



編集後記

理念は「現場に届ける」

　第 7 号も，巻頭を飾るのは「石田ゆき論文」です。第 5 号からシリーズで掲載しています。

どんな雑誌でも，連載を担当するには，それに相当する力量が必要です。石田論文では，実践す

る力と実践を論文化する力が存分に発揮されています。

　本研究誌の理念は「現場に届ける」です。石田論文には，現場での実践に役立つノウハウや考

え方が満載です。石田の実践フィールドは大学です。しかし，看図アプローチは汎用性の高い方

法です。本研究誌を読んでいただいている大学以外の先生方にも，石田論文から多くのヒントを

受け取っていただけると思います。

看図アプローチ，法学教育界への初上陸

　「バカは法学部に行け ( 笑 )。提出されたパターンに対して，パターンどおりに反応する。」こ

れは，作家三田誠広著『深くておいしい小説の書き方 (2000，集英社 p.31) 』に出てくる文章です。

刺激の強い文章ですが，「( 笑 )」と入っていますから，半分くらいは冗談なのでしょう。しかし，

かなり本気で言っている感じもします。私たちも「法学」に対しては硬いイメージをもっていま

した。法学にアクティブラーニングはなじまないのではないかと思っていました。ところが，法

学の授業づくりを考え始めたら，そういう印象はまったく違うということに気がつきました。法

律の世界には，看図アプローチが入っていける絶妙な「ツボ」がたくさんあることが分かりました。

　そういう「ツボ」をいくつか取り上げて，法学教育の世界を探検してみました。その探検記が，

本研究誌 2 番目の論文です。自分で書いておいてなんですが，今後の発展がうかがえる，可能

性に満ちた論文になっています。

多職種連携を成功させる看図アプローチ

　3 本目の論文は「全国看図アプローチ研究会」連続開催の報告です。のべ 120 名に及ぶ先生

方の参加をいただき，盛会となりました。発表内容を「看護教育」に特化した研究会でしたが，

看護教育以外の先生方が半数以上参加してくださいました。参加された先生方には，看護教育で

の研究成果を，各自の専門領域へ持ち帰っていただきました。

　今回の研究会では「多職種連携」もテーマになっていました。多職種にわたる先生方に参加い

ただくことで，看図アプローチは多職種連携を実現していくためのツールにもなることが確かめ

られました。この報告書は，石田ゆき編集長がまとめてくれました。臨場感あふれる報告になっ

ています。ぜひお読みください。各地で行われている看図アプローチ実践・研究を共有していた

だければ幸いです。

文責　鹿内信善
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